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主な根拠法令の略称と正式名称 

略称 根拠法令 

法 介護保険法 

（平成９年１２月１７日号外法律第１２３号） 

法施行規則 介護保険法施行規則 

（平成１１年３月３１日号外厚生省令第３６号） 

条例 

（地域密着型） 

・寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例（平成２５年寒

川町条例第１０号） 

条例 

（地域密着型介護予防） 

・寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例（平成 

２５年寒川町条例第１１号） 

省令 

（予防省令） 

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年３月１４日号外厚生省令第３４号） 

・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

省令解釈通知 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基

準について（平成１８年３月３１日老計発第０３３１００４号・老振発第

０３３１００４号・老老発第０３３１０１７号厚生労働省老健局計画課長・

振興課長・老人保健課長連名通知） 

費用基準告示 

（予防費用基準告示） 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成１８年３月１４日厚生省告示第１２６号） 

・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

(平成１８年３月１４日 厚生省告示第１２８号) 

・厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準 

（平成２４年３月１３日厚生省告示第１１９号） 

費用基準解釈通知 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地

域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月３１日老計発第０３３１

００５号・老振発第０３３１１００５号、老老発第０３３１０１８号） 

大臣基準告示 厚生労働大臣が定める基準 

（平成２７年厚生省告示第９５号） 

施設基準告示 厚生労働大臣が定める施設基準 

（平成２７年厚生省告示第９６号） 

利用者等告示 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（平成２７年厚生省告示第９４号） 
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１ 基本方針 

（１）小規模多機能型居宅介護 

【基準】 省令第６２条 

指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護（以下「指定小規模多機能型居宅介護」と

いう。）の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期

間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅に

おいて自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

 

（２）介護予防小規模多機能型居宅介護 

【基準】 予防省令第４３条 

指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護（以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービス

の拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び

機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

 

【省令解釈通知 第三 四 １】 

１ 基本方針（基準第６２条） 

(（１）指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪

問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援

するものである。 

(（２）指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

が自主事業で宿泊サービスも行うようなサービス形態については、小規模多機能型居宅介護の創設

に伴い、行うことができなくなることはないものであり、こうしたサービス形態は引き続き可能で

あることに留意すること。 

(（３）既存の指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護

事業所が小規模多機能型居宅介護事業所となる場合に、これまで指定通所介護事業所、指定地域密

着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所を利用していた他市町村の被保険者が小

規模多機能型居宅介護を利用し続けることができるようにするためには、他市町村からも小規模多

機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるが、従来からの利用者のために継続的なサービス

利用を確保する観点から、従来の利用者からの希望に基づき、当該他市町村から指定の同意の申し

出があった場合には、原則として、事業所所在の市町村は、他市町村の従来からの利用者の利用に

ついて、法第 78条の２第４項第４号に係る同意を行うこととし、当該同意に基づき他市町村は指

定を行うこと又は同条第９項に係る同意をあらかじめ行うことが求められる。 
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なお、他市町村が指定を行う際には、既に事業所所在の市町村において事業所が遵守すべき基準

の適合性について審査していることから、地域密着型サービス運営委員会において、事前に「他市

町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」とい

ったことを決めておくことにより、円滑に事業所指定が行われるように工夫することは可能であ

る。 

(（４）障害者を受け入れる共生型の指定小規模多機能型居宅介護事業所は、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当サービス及び構造改革特区として認めて

おり、受け入れの形態に応じて各制度の規定に従うことが必要となる。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成１９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２０） （平成１９年１０月９日）】  

 

（問１）小規模多機能型居宅介護に係る基準省令の解釈通知において、「指定通所介護事業所又は指

定認知症対応型通所介護事業所が自主事業で宿泊サービスも行うようなサービス形態については、

小規模多機能型居宅介護の創設に伴い、行うことができなくなることはないものであり、こうした

サービス形態は引き続き可能であることに留意すること」とあるが、通所介護事業所内に自主事業

で宿泊した翌日、引き続き通所介護をうけることは可能か。 

 

（回答）平成１８年度に小規模多機能型居宅介護が開始する以前から、介護保険の通所介護事業者

が、自主事業において宿泊サービスを提供する例があったところ、こういった「宅老所」の取組みに

ついて、小規模多機能型居宅介護の基準解釈通知で既に示しているとおり、小規模多機能型居宅介

護が開始したことによって不可能とするものではなく、引き続き通所介護事業所内で自主事業とし

て宿泊サービスを行うことはもちろん、宿泊した翌日に引き続き通所介護サービスを提供すること

も、直ちに否定されるわけではない。 

ただし、デイサービス事業所に宿泊することが常態化している場合には、当該高齢者に対する介護

サービス提供のあり方として、現在受けているサービスが適当か否かをあらためて検討することが

必要であることに留意されたい。 

そのような場合には、都道府県・市（区）町村におかれては、当該サービス提供の実態が、居宅サー

ビスの理念に沿っているものかどうか十分に確認いただき、適宜、適正なサービス提供が図られる

よう指導を行われたい。 
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２ 人員に関する基準 

（１）従業者の員数等 

【基準】 省令第６３条、予防省令第４４条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の

員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多

機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指定小規模多機能型居宅

介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章にお

いて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以

下この章において同じ。）の提供に当たる者をその利用者（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一

項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サー

ビス（小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型

居宅介護（第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本

体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅にお

いて行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事

業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供

に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる

勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第五項において同じ。）に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者

を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければなら

ない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型

居宅介護（第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本

体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状

況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模
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多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の利用者がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備して

いるときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿

直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

６ 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所に中欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型

特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護

老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院 

介護職員 

当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の同一敷地内に中欄に掲げ

る施設等のいずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行

う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応

型通所介護事業所 

看護師又

は准看護

師 

７ 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機能

型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につい

て三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業

所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上と

することができる。 

８ 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及

び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護

小規模多機能型居宅介護従業者（第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者

をいう。）により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業

者を置かないことができる。 

９ 第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事

業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准

看護師を置かないことができる。 

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介

護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員

は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介
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護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。 

12 第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事

業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して

居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第七十七条にお

いて「研修修了者」という。）を置くことができる。 

13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準

第四十四条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ２（１） 

（１）従業者の員数等（基準第６３条） 

①サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の実施要件基準第６３条第７項の規定によるサ

テライト型小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト事業所」という。）の実施に当たって

は、次の要件を満たす必要があること。 

 

イ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所に係る指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指

定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有するも

のである必要があるが、この場合、指定小規模多機能型居宅介護以外の事業の経験についても当該

経験に算入できることに留意すること。また、「３年以上の経験」については、当該指定日において

満たしている必要があり、休止等、事業を運営していない期間は除いて計算すること。 

 

ロ サテライト事業所は、本体事業所（指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって、当該事業所に対する支援機能を有する事業所をいう。以下、この

号において同じ。）を有する必要があるが、ここでいう「支援機能を有する事業所」については、当

該本体事業所が次のいずれかに該当することを指すものであること。 

ａ 事業開始以降１年以上の本体事業所としての実績を有すること 

ｂ 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所において定められた登録定員の１００分の７０

を超えたことがあること 

 

ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保しつつ、運営するものであるため、次

に掲げる要件をいずれも満たす必要があること。 

ａ 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね２０分以内

の近距離であること 
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ｂ １の本体事業所に係るサテライト事業所の数は２箇所までとすること 

 

ニ 本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域内に所在することが望ましいが、隣接

する市町村における指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所とすることも差し支えないものである。 

 

ホ なお、市町村長は、サテライト事業所の指定に当たっては、他の地域密着型サービスの指定の

場合と同様、あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴き、必要

があると認められる場合は、指定の際に条件を付す等により、事業の適正な運営に当たっての措置

を講ずること。 

 

②小規模多機能型居宅介護従業者 

イ 小規模多機能型居宅介護従業者については、介護福祉士や訪問介護員の資格等は必ずしも必要

としないが、介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則とする。なお、これ以外の小規

模多機能型居宅介護従業者にあっても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るものと

する。 

 

ロ 夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等

に応じて設定するものとし、これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の指定小規模多機能型居

宅介護の提供に必要な小規模多機能型居宅介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（夜間

及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。以下同じ。）を行わせるために必要な

小規模多機能型居宅介護従業者を確保するものとする。 

例えば、通いサービスの利用定員を１５名とし、日中の勤務帯を午前６時から午後９時までの１

５時間、常勤の職員の勤務時間を８時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用者３人に対して１

名の小規模多機能型居宅介護従業者を配置すればよいことから、通いの利用者が１５名の場合、日

中の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は５名となり、日中の１５時間の間に、８時間×５人＝

延べ４０時間分のサービスが提供されていることが必要である。それに加え、日中については、常

勤換算方法で１名以上に訪問サービスの提供を行わせ、夜間については、夜勤１名＋宿直１名に宿

泊サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を、

指定小規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。 

具体的には、通いサービスに要する時間（延べ４０時間）、日中の訪問サービスに要する時間（８

時間）、夜勤及び宿直職員の勤務時間を合計した指定小規模多機能型居宅介護において必要となる延

べサービス時間を確保することができるよう、有給休暇、研修時間、常勤・非常勤の別、サービス提

供のあり方など、各事業所で定める諸条件を踏まえた上で、実際に配置しなければならない職員数

を確保することが必要である。 

夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福祉施設における宿直勤務の取扱いについて」

（昭和４９年８月２０日社施第１６０号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知）に準じて

適切に行うこと。 
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なお、基準第６３条第１項は小規模多機能型居宅介護従事者の必要数の算出基準を示したもので

あるので、日中であれば通いサービスを行うために３：１以上、訪問サービスを行うために１以上

をそれぞれのサービスに固定しなければならないという趣旨ではなく、日中勤務している小規模多

機能型居宅介護従事者全体で通いサービス及び訪問サービスを行うこととなるものである。 

 

ハ 日々の通いサービスの実際の職員配置については、その日ごとの状況に応じて判断する必要が

あるが、単に通いサービスの利用者がいないからといって職員を配置しないということではなく、

通いサービスを利用しない者に対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることがで

きるような職員配置に努めるものとする。 

 

ニ サテライト事業所においては、訪問サービスを行う小規模多機能型居宅介護従業者を常勤換算

方法で１以上ではなく、１名以上配置することで足りることとしている。なお、本体事業所とサテ

ライト事業所における訪問サービスは一体的に提供することが可能であり、本体事業所小規模多機

能型居宅介護従業者はサテライト事業所の登録者に対し、サテライト事業所の小規模多機能型居宅

介護従業者は本体事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト事業所の登録者に対し、それぞ

れ訪問サービスを提供できるものであること。また、訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型

居宅介護従業者を、指定小規模多機能型居宅介護事業所から離れた特別養護老人ホーム等の職員が

行う形態は認められない。特別養護老人ホーム等における職員が非常勤である場合には、非常勤と

して勤務する以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護事業所に勤務し、通いサービスや宿泊サ

ービスも含めた業務を行うことは差し支えない。 

 

ホ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない

こととされているが、看護師又は准看護師は、常勤を要件としておらず、毎日配置していなければ

いけないということではないものである。また、サテライト事業所においては、本体事業所の看護

師又は准看護師が適切にサテライト事業所の登録者に対する健康管理等を行うことができる場合、

小規模多機能型居宅介護従業者のうち、看護師又は准看護師を置かないことができる。 

 

ヘ 宿泊サービスの利用者が一人であっても、訪問サービス対応のため、夜間及び深夜の時間帯を

通じて、夜勤１名と宿直１名の計２名が最低必要となるものである。また、宿泊サービスの利用者

がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するた

めに必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤を行う従業者を置かないことができること

としたものである。なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、

主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するために配置されるものであることか

ら、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問

サービスに支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はない

ものである。また、サテライト事業所においては、本体事業所の宿直職員が、当該サテライト事業所

の登録者からの訪問サービスの要請に適切に対応できるときは、宿直職員を配置しないこともでき

るものであること。 
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ト サテライト事業所の登録者の処遇に支障がない場合は、本体事業所において宿泊サービスを提

供することができることとされているが、本体事業所においてサテライト事業所の登録者を宿泊さ

せる際は、当該本体事業所との行事等の共同実施や、本体事業所の小規模多機能型居宅介護従業者

による訪問サービスの提供により、当該本体事業所の従業者とのなじみの関係の構築を行うよう努

めること。なお、本体事業所の登録者がサテライト事業所の宿泊サービスを受けることは認められ

ていないことに留意すること。 

 

チ 基準第６３条第６項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同項の表の中欄に掲げる事業所

双方に、それぞれの人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、従業者はそれぞれの事

業所の業務に従事できるものであること。従業者のうち介護職員については、「居住」に移行してか

らもなじみの関係を保てるよう、指定小規模多機能型居宅介護事業所と「居住」の事業所は、人員と

しては一体のものとして、運営することを認めたものである（基準第９０条第４項、第１１０条第

８項及び第１３１条第１６項についても同趣旨）。また、看護職員については、同項の表の当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄

に掲げる施設等が、同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の看護職員の業務に

支障がないと認められる範囲内にある場合に、当該他の施設等の職務に従事することができること

としたものである。 

 

③ 介護支援専門員等 

イ 介護支援専門員は、指定を受ける際（指定を受けた後に介護支援専門員の変更の届出を行う場

合を含む。）に、１１３号告示第３号に規定する研修を修了しているものとする。なお、当該研修は

具体的には地域密着研修通知２の（１）の①の「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を

指すものである。 

 

ロ 介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできるものである。ま

た、非常勤でも差し支えない。 

 

ハ 介護支援専門員は、基本的には、①登録者の小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含

めた「居宅サービス計画」の作成、②法定代理受領の要件である小規模多機能型居宅介護の利用に

関する市町村への届出の代行、③小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した「小

規模多機能型居宅介護計画」の作成の業務に従事するものである。 

 

ニ 施行規則第６５条の４第２号に基づく市町村への届出については、居宅サービスにおける例に

ならい、別紙１のような標準様式とすること。 

 

ホ サテライト事業所においては、介護支援専門員を配置せず、小規模多機能型サービス等計画作

成担当者研修を修了した者（以下「研修修了者」という。）を配置することができることとされてい
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るが、研修修了者はサテライト事業所の登録者に係る小規模多機能型居宅介護計画の作成に従事す

るものであり、ハの①の居宅サービス計画の作成及び②の市町村への届出の代行については、本体

事業所の介護支援専門員が行わなければならないこと。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成２４年３月１６日）】  

 

（問１５９）サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することは

できるか。  

 

（回答）サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で小規模多機

能型居宅介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に

別棟で設置することは認められない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） （平成２４年３月３０日）】  

 

（問２６）Ａ市指定の本体事業所とＢ市指定のサテライト事業所がある場合、Ｂ市に居住するサテ

ライト事業所の利用者がＡ市の本体事業所の宿泊サービスを利用する場合、Ｂ市のサテライト事業

所はＡ市の指定を受ける必要があるか。  

 

（回答）必要ない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） （令和３年３月２９日）】  

 

（問２８）既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行

することは可能か。 

 

（回答）可能である。この場合、事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営し

ていると認められる場合には、サテライト事業所としての新規指定を指定権者である市町村から受

ける必要はなく、変更届及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧の変更の届出のみで差し支えな

い。 

なお、介護保険事業所番号の設定については、サービスの種別ごとかつ事業所ごとに行うことと

されていることから、別の指定となる認知症グループホームの本体事業所及びサテライト事業所が

既に指定を受けている場合には、既存の事業所番号を用いることとし、事業所番号を変更する必要

はない。 

※ （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所についても同
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様の取扱いとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 ※介護予防の場合 

【平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） （平成３０年８月６日）】  

 

（問３）通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務

の実施が困難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行うことは可能か。  

 

（回答）通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準については、平

成２７年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等

の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保

されている取り扱いとしたところである。 

しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべ

きであるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタルチェックなどの健康管

理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師が代替して行うことは可

能であると解することとして差し支えない。小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型

居宅介護の看護職員の配置基準についても同様とする。 

また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件とする加算の

うち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加算並びに小規模多機能型居

宅介護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替

して行うことが可能であると解することとして差し支えないが、各々の加算要件を変更するもので

はないことから、勤務形態等その他要件はすべて満たす必要があるので留意されたい。 
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（２）管理者 

【基準】 省令第６４条、予防省令第４５条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 前項本文及び第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができる。 

３ 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老人福祉法第二十条の二の二

に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第百

七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護

員等（介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第三項、第

九十二条、第百七十二条第三項及び第百七十三条において同じ。）として三年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ２（２） 

（２）管理者（基準第６４条） 

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所

の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が

ないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者としての職務に従事

する場合 

ロ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事

する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、

当該小規模多機能型居宅介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適

切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、

施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の

内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設さ

れる入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する場合（施

設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自

身が速やかに当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付

けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

 

② 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多

機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の職
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員又は訪問介護員等として、３年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であることが

必要である。さらに、管理者としての資質を確保するために、指定を受ける際（指定を受けた後に管

理者の変更の届出を行う場合を含む。）に、１１３号告示第２号に規定する研修を修了しているもの

とする。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知１の（１）の「認知症対応型サービス事業管

理者研修」を指すものである。ただし、管理者の変更の届出を行う場合については、管理者交代時の

都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を

受けて都道府県に研修の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は

当該管理者が研修を修了していない場合であっても差し支えない。 

 

③ サテライト事業所の管理者は本体事業所の管理者を充てることができることとされているが、

当該本体事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所である場合であって、当該事業所の管理

者が保健師又は看護師であるときは、当該保健師又は看護師は認知症対応型サービス事業管理者研

修を修了している必要があること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ（Vol.１０２） （平成１８年５月２日）】  

 

（問１８）認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、

同時受講が可能であるか。（Ｈ１７年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研

修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。） 

 

（回答）実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なることから、双方の研

修を同時に開催することは想定していないため、同時受講することはできない。 

 

（問１９）現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事す

ることになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 

 

（回答）受講が必要である。ただし、平成１７年度中に、都道府県が実施した「認知症高齢者グルー

プホーム管理者研修」を受講している者については、認知症対応型サービス事業管理者研修を受講

した者と見なして差し支えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４５４） （平成２７年４月１日）】  

 

（問３）各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第２３条第１項に規定する所定労働時

間の短縮措置の適用対象となるのか？ 

 

（回答）労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適
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用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者に該当する

場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の

決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態

に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者で

あっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければなら

ない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第２３条第１項の措置とは別に、同項の所

定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両

立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 

 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者 

【基準】 省令第６５条、予防省令第４６条 

指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験

を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別

に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

 

【関連資料】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する

研修について 平成 24年 3月 16日 老高発 0316第 2号、老振発 0316第 2号、老老発 0316第 6号 

 

【留意事項通知】 省令解釈通知 第三の四 ４ ２（３） 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者（基準第６５条） 

①指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者とは、基本的には、運営している法人の代表者であ

り、理事長や代表取締役が該当するが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人の地

域密着型サービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密

着型サービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えない。したがって、指定小規模多機

能型居宅介護事業所の指定申請書に記載する代表者と異なることはあり得る。なお、管理者とは、

各事業所の責任者を指すものであり、各法人の代表者とは異なるが、例えば、法人が１つの介護サ

ービス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者が同一であることもあるものである。 

 

②指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護員等として認

知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に

携わった経験を有する者であることが必要である。さらに、代表者としての資質を確保するために、
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指定を受ける際（指定を受けた後に代表者の変更の届出を行う場合を含む。）に、１１３号告示第４

号に規定する研修を修了しているものとする。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知３の

（１）の「認知症対応型サービス事業開設者研修」を指すものである。ただし、代表者の変更の届出

を行う場合については、代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されてい

ないことにより、当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していない場合、代

表者交代の半年後又は次回の「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程のいずれか早い日まで

に「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了することで差し支えない。 

 

③特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の職員又は訪問

介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験とは、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事

業所等の職員か訪問介護員等として認知症高齢者の介護に携わった経験や、あるいは、保健医療サ

ービスや福祉サービスの経営に直接携わったことがあればよく、一律の経験年数の制約は設けてい

ない。なお、経験の有無については個々のケースごとに判断するものとする。また、これらのサービ

スは、高齢者に対して直接ケアを行っているものを想定しており、医療系サービスとしては医療機

関や訪問看護ステーションなど、福祉サービスとしては特別養護老人ホームなどが考えられるもの

である。（基準第９２条及び第１７３条についても同趣旨） 

 

④サテライト事業所の代表者は本体事業所の代表者であることが望ましいが、当該本体事業所が指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所である場合であって、当該本体事業所の代表者が保健師又は

看護師であり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していないときは、当該代表者と別の

当該研修の修了者をサテライト事業所の代表者とする必要があること。 
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３ 設備に関する基準 

（１）登録定員及び利用定員 

【基準】 省令第６６条、予防省令第４７条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員（登録者の数（当該指定小規模多機能型居宅介

護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能

型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十

四条第一項に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を二十九人

（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人）以下とする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービ

スの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者

の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。 

一 通いサービス 登録定員の二分の一から十五人（登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、十二人）まで 

登録定員 利用定員 

二十六人又は二十七人 十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 

二 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人（サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、六人）まで 

 

【省令解釈通知】第三の四 ３（１） 

（１）登録定員（基準第６６条） 

①指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員を２９人（サテライト事業所にあっては、

１８人）以下としなければならないとしたものである。指定小規模多機能型居宅介護においては、

利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から、利用者は１か所の指定

小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うことができるものであり、複数の指定小

規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められないものである。 

 

②指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その通いサービスの利用定員を登録定員の２分の１から

１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応

じて、基準第６６条第２項第１号の表中に定める数、サテライト事業所にあっては、１２人）まで

と、宿泊サービスの利用定員を通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト事業所に

あっては、６人）までとしなければならないとしたものである。この場合における利用定員につい

ては、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において１日当たりの同時にサービスの提供を受け

る者の上限を指すものであり、１日当たりの延べ人数ではないことに留意すること。なお、基準第

javascript:void(0);
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８２条の規定により、特に必要と認められる場合は、当該利用定員を超えるサービス提供も差し支

えないこととされているので、指定小規模多機能型居宅介護が利用者の心身の状況に応じ、柔軟に

通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせて提供されるものであることを踏まえ、

適切なサービス提供を行うこと。 

 

③指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が指定小規模多機能

型居宅介護を利用することは可能である（ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介

護報酬は算定できない。）が、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用するこ

とについては、養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われてい

るところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定し

ていないものである。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） （平成２４年３月３０日）】  

 

（問２５）通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。 

 

（回答）同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数の上限を指すもの

ではない。例えば午前中に１５人が通いサービスを利用し、別の１０人の利用者が午後に通いサー

ビスを利用することも差し支えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （平成２７年４月１日）】  

 

（問１６２）小規模多機能型居宅介護の登録定員２６人以上２９人以下とする場合には、同時に、

通い定員を１６人以上にすることが必要となるのか。 

 

（回答）登録定員を２６人以上２９人以下とする場合でも、必ずしも、通い定員の引上げを要する

ものではない。 

 通い定員を１６人以上とするためには、登録定員が２６人以上であって、居間及び食堂を合計し

た面積について、利用者の処遇に支障がないと認められる充分な広さを確保することが必要である。 

 

（問１６３）小規模多機能型居宅介護の通い定員を１６人以上１８人以下にする場合の要件として、

「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（一人当たり３㎡以上）」とあるが、居間及び

食堂として届け出たスペースの合計により確保することが必要なのか。 

 

（回答）小規模多機能型居宅介護の通い定員を１６人以上１８人以下にする場合には、原則として、

居間及び食堂の広さが、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（一人当たり３㎡以
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上）」である必要がある。 

 ただし、例えば、居間及び食堂以外の部屋として位置付けられているが日常的に居間及び食堂と

一体的に利用することが可能な場所がある場合など、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分

な広さが確保されている」と認められる場合には、これらの部屋を含め「一人当たり３㎡以上」とし

て差し支えない。 

 

（２）設備及び備品等 

【基準】 省令第６７条、予防省令第４８条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

一 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

二 宿泊室 

イ 一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とするこ

とができるものとする。 

ロ 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。 

ハ イ及びロを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室

の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数

を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたも

のでなければならない。 

ニ プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければ

ならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限り

でない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を

図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地

域にあるようにしなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準

第四十八条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

【省令解釈通知】第三の四 ３（２） 

（２）設備及び備品等（基準第６７条） 

①事業所 
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指定地域密着型通所介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則として一

の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存施

設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定地域密着型通所介護を提供す

る場合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用するものである。 

 

②消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなけれ

ばならないものである。 

 

③居間及び食堂 

イ 居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立してい

ることが望ましい。また、その広さについても原則として利用者及び小規模多機能型居宅介護従業

者が一堂に会するのに充分な広さを確保するものとする。 

ロ 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保することが必要である。 

なお、基準第６６条第２項第１号の規定により通いサービスの利用定員について１５人を超えて定

める指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、居間及び食堂を合計した面積は、利用者の処

遇に支障がないと認められる十分な広さ（１人当たり３㎡以上）を確保することが必要である。 

 

④宿泊室 

イ 民家等の既存施設を活用した効率的なサービス提供等を可能とする観点から、宿泊専用の個室

がない場合であっても、宿泊室についてプライバシーが確保されたしつらえになっていれば差し支

えない。プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーティションや家具などにより利用者同

士の視線の遮断が確保されるようなものである必要があるが、壁やふすまのような建具まで要する

ということではない。ただし、カーテンはプライバシーが確保されたものとは考えにくいことから

認められないものである。 

 

ロ 利用者が泊まるスペースは、基本的に１人当たり７．４３㎡程度あり、かつ、その構造がプライ

バシーが確保されたものであることが必要であることから、例えば、６畳間であれば、基本的に一

人を宿泊させることになる。ただし、利用者の希望等により、６畳間で一時的に２人を宿泊させる

という状態があったとしても、そのことをもって直ちに基準違反となるものではないことに留意す

ること。 

 

ハ 他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等については、宿泊室の面積に含めて差し支えな

い。 

 

⑤指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間を指定小規模多機能型居宅介護の居間として共用す

ることは、指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間は入居者の生活空間であることから、基本

的に指定小規模多機能型居宅介護の居間との共用は認められないものである。ただし、事業所が小
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規模である場合（指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスと指定認知症対応型共同生活

介護事業所の定員の合計が１５名以下である場合）などで、指定認知症対応型共同生活介護事業所

の居間として必要なものが確保されており、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の居間として機能

を十分に発揮しうる適当な広さを有している場合は、共通としても差し支えない。また、指定小規

模多機能型居宅介護の居間及び食堂を指定通所介護等の機能訓練室及び食堂として共用することは

認められないが、法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の交流ス

ペースとして共用することは、事業所が小規模である場合（指定小規模多機能型居宅介護事業所の

通いサービスの利用者と介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースの参加者の合計が少数で

ある場合）などで、指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂として機能を十分に発揮しうる適

当な広さが確保されており、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合

は差し支えない。なお、浴室、トイレ等を共用することは差し支えないが、指定通所介護事業所等の

浴室を活用する場合、当該指定通所介護事業所等の利用者が利用している時間帯に指定小規模多機

能型居宅介護事業所の利用者が利用できない取扱いとするなど画一的な取扱いは行わないこと。 

 

⑥事業所の立地 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気によるサ

ービスを提供すること、また、地域との交流を図ることによる社会との結びつきを確保することな

どのため、住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保され

る地域の中にあることを、市町村が確認することを求めたものである。開設及び指定申請時におい

ては、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）その他の法令の規定により一律に判断するのでは

なく、事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応

じて適切に判断されるべきものである（基準第９３条第６項についても同趣旨）。なお、指定小規模

多機能型居宅介護が、利用者と職員とのなじみの関係を構築しながらサービスを提供するものであ

ることに鑑み、指定小規模多機能型事業所と他の施設・事業所との併設については、指定小規模多

機能型居宅介護として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに留意

すること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１８年９月４日）】  

 

（問２６）複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはできるか。また、

同一敷地に別棟で併設することはどうか。 

 

（回答）複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することは認められない。 ま

た、複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別棟で設置することは可能である。 

 

（問３８）既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしているが、宿泊室

や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。 
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（回答）同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両

方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼

の連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に

支障がないと認められる場合は、差し支えない。 

 

（問３９）グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは認められ

るか。 

 

（回答）指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと指定認知症対応型

共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用者の処遇に支障がないときは、浴室を共用す

ることも差し支えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Ｑ＆Ａ （平成１８年２月２４日）】  

 

（問１）「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定する」とされているが、

その具体的内容如何。 

 

（回答） 

１ 「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その他の法令等に規定された

設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。 

 

２ なお、認知症高齢者グループホーム等（（介護予防）小規模多機能型居宅介護含む）の消防設備

に関しては、先般の火災事故を契機として、現在消防庁において「認知症高齢者グループホーム等

における防火安全対策検討会」が開催されているところであり、その結論に基づき、消防法に基づ

く規制について所要の改正が行われる予定である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１９年２月１９日）】  

 

（問１１）個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえと

は考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。 

 

（回答）個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具

などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオンカ

ーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシー

が確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。 
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４ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意 

【基準】 省令第８８条、予防省令第１１条 

第３条の７（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第８１条に規定する重要事項に関する規程の概要、小規模多機能型居

宅介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前

項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承

諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法 

ロ 指定小規模多機能型居宅介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁

的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定小規模多機能

型居宅介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百八十

三条第一項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重

要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作

成することができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定小規模多機能型居宅介護事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定小規模多機能型居宅介護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該利用申込者又はその家族
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から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用

申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（２）参照 

(２)内容及び手続きの説明及び同意 

①基準第３条の７は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定小規模多機

能型居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の運営規程の概要、小規模多機能型居宅介護従業者の

勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の

有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサ

ービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該

パンフレット等について、一体的に作成することは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇

切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定小規模多機能型居宅介護の提供を受けることにつき同意

を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、書面によって確認する

ことが適当である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収

証等に係る印紙税の取扱い （平成１２年３月１７日）】  

 

（問）介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者（要介護認定を受けた者又はその保護

者等）との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印

紙税の課税文書に該当するのでしょうか。 

なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利用者の権利・義務を明らかに

するために作成されるもので、利用者の要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則と

して、介護サービス計画に従って、利用者が受けることができる（希望する）個々の介護サービスの

内容及び料金などを定めるものである。 

①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類 

②訪問介護サービス契約書及び付属書類 

③訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類 

④訪問看護サービス契約書及び付属書類 

⑤訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類 

⑥居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類 

⑦通所介護サービス契約書及び付属書類 

⑧通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類 

⑨短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類 
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⑩短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類 

⑪認知症対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類 

⑫特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類 

⑬福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類 

⑭介護福祉施設サービス契約書及び付属書類 

⑮介護保健施設サービス契約書及び付属書類 

⑯介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類  

 

（回答）介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙税の課税文書に

は該当しません。なお、前記の各種サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成した場合も同様

の取扱いとなります。 

（考え方） 

印紙税は、印紙税が課税されるべき事項を記載して作成した文書に対して課税されるものですから、

ご質問の契約書が課税の対象となるかどうかは、その個々の契約書に記載された内容に基づき個別

に判断することとなります。 

そこで、事例の各種の介護サービス契約書の内容をみますと、利用者が受けることができる介護サ

ービスの具体的な内容（例えば、訪問、施設通所又は施設入所による、①居宅介護支援（介護サービ

ス計画の作成及び連絡調整））、②入浴・食事等の介護、③日常生活上の世話、④療養上の世話・診療

の補助、⑤リハビリテーション・機能訓練、及び⑥福祉用具貸与等並びにこれらの個々のサービス

利用料金）が記載されていますが、これらの個々のサービス内容及び料金の明細は、原則として、利

用者の要望に沿った介護サービス計画に従い、利用者が全体として適切な介護サービスの提供を受

けるために記載されているものと考えられます。 

したがって、事例の各種の契約書に記載される個々の介護サービスの内容は、「当事者の一方が仕事

の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う」という性格のものではないものと

認められますから、これらの介護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負

契約書には該当せず、また、その他いずれの課税文書にも該当しません。 

 

（２）提供拒否の禁止 

【基準】 省令第８８条、予防省令第１２条 

第３条の８（準用） 指定小規模多機能居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定小規模多機能居宅介

護の提供を拒んではならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（３）参照 

（３）提供拒否の禁止 

基準第３条の８は、指定小規模多機能居宅介護支援事業者は、原則として、利用申込に対しては応

じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの

提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、

①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通
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常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定小規模多機能居宅介護

支援を提供することが困難な場合である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１８年９月４日）】  

 

（問２９）小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護３以上の者、要支

援者などに限定することは可能か。 

 

（回答） 

１ 小規模多機能型居宅介護は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞ったサービスではなく、職

員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うことを支援するものであることから、認知症

の高齢者でないことを理由にサービスの提供を拒むことや利用者を要介護３以上の者に限定するこ

とは認められない。 

２ また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けたところ

でのみサービスを受けることができるのであって、事業所が介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業所の指定を受けなければ、要支援者を受け入れる必要はない。 

 

（問３２）（小規模多機能型居宅介護）有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を

設ける場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能か。 

 

（回答）小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者に限定することは認

められない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１９年２月１９日）】  

 

（問１５）小規模多機能型居宅介護事業所においては、サービスの提供回数に制限は設けてはなら

ないと考えるが、登録者が事業者が作成した小規模多機能型居宅介護計画より過剰なサービスを要

求する場合、事業所は登録者へのサービス提供を拒否することは可能か。 

 

（回答）他の利用者との関係でサービスの利用調整を行う必要もあり、必ずしも利用者の希望どお

りにならないケースも想定されるが、こうした場合には、利用者に対して希望に沿えない理由を十

分に説明し、必要な調整を行いながら、サービス提供を行うことが必要である。 
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（３）サービス提供困難時の対応 

【基準】 省令第８８条、予防省令第１３条 

第３条の９（準用） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の

通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定小規模多機能型居宅介護を提供することが困難であると認

めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者（法第四十六条第一項に規定する指定居

宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他の指定小規模多機能型居宅介護等の紹介そ

の他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

【省令解釈通知】三の一 ４（４）準用 

(４)サービス提供困難時の対応 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定小規

模多機能型居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第３条の９の規定により、

当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定小規模多機能型居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（４）受給資格等の確認 

【基準】 省令第８８条、予防省令第１４条 

３条の１０（準用）  

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、

その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を

確かめるものとする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条の三第二項の規定によ

り認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定小規模多機能型居宅

介護を提供するように努めなければならない。 

 

【省令解釈通知】 三の一 ４（５）参照 

（５）受給資格等の確認 

①基準第３条の１０第１項は、指定小規模多機能型居宅介護の利用に係る費用につき保険給付を受

けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指

定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確か

めなければならないことを規定したものである。 

 

②基準第３条の１０第２項は、利用者の被保険者証に、指定地域密着型サービスの適切かつ有効な

利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定

小規模多機能型居宅介護事業者は、これに配慮して指定小規模多機能型居宅介護を提供するように
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努めるべきことを規定したものである。 

 

（５）要介護（要支援）認定の申請に係る援助 

【基準】 省令第８８条、予防省令第１５条 

第３条の１１（準用） １ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供

の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われてい

るかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場

合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護

認定の有効期間が終了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

 

【留意事項通知】 省令解釈通知 第３ ４ ４（６） 

（６）要介護認定の申請に係る援助 

①基準第３条の１１第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に

遡ることにより、指定小規模多機能型居宅介護の利用に係る費用が保険給付の対象となり得ること

を踏まえ、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを

確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならないことを規定したものである。 

 

②基準第３条の１１第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごとに終了し、継続して

保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から３

０日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、居宅

介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有

効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないことを規定した

ものである。 

 

（６）心身の状況等の把握 

【基準】 省令第６８条、予防省令第１６条 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専

門員（第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条において同

じ。）が開催するサービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス

計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をい

う。以下同じ。）の担当者を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
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る。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければならない。）をいう。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（１） 

(１)心身の状況等の把握 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

（７）居宅サービス事業者（介護予防支援事業者）等との連携 

【基準】 省令第６９条、予防省令第１７条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、居

宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利

用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に

対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（２） 

（２）居宅サービス事業者等との連携 

基準第６９条第１項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が登録者の居宅サー

ビス計画を作成し、指定小規模多機能型居宅介護以外の指定訪問看護等の指定居宅サービス等につ

いて給付管理を行うこととされていることから、利用者が利用する指定居宅サービス事業者とは連

携を密にしておかなければならないとしたものである。 

 

（８）身分を証する書類の携行 

【基準】 省令第７０条、予防省令第５１条 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に

当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、

これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（３） 

（３）身分を証する書類の携行 
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基準第７０条は、利用者が安心して指定小規模多機能型居宅介護の訪問サービスの提供を受けられ

るよう、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サ

ービスの提供に当たる者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又

はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたもの

である。この証書等には、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の名称、当該訪問サービスの提

供に当たる者の氏名を記載するものとし、当該訪問サービスの提供に当たる者の写真の貼付や職能

の記載を行うことが望ましい。 

 

（９）サービス提供の記録 

【基準】 省令第８８条、予防省令第２１条 

第３条の１８（準用）  

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、当該指定

小規模多機能型居宅介護の提供日及び内容、当該指定小規模多機能型居宅介護について法第四十二条

の二第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な

事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、提供した

具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その

他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（１２） 

（１２）サービスの提供の記録 

①基準第３条の１８第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度基準額と

の関係やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、当該指定小規模多機能型居宅介護の提供日、

サービス内容（例えば定期巡回サービス及び随時訪問サービスの別）、保険給付の額その他必要な事

項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことを規

定したものである。 

 

②同条第２項は、当該指定小規模多機能型居宅介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、

利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図

るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利

用者に対して提供しなければならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例

えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービスの

内容等の記録は、基準第３条の４０第２項の規定に基づき、２年間（※）保存しなければならない。 

 

【ポイント】  

※記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 
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（１０）利用料等の受領 

【基準】 省令第７１条、予防省令第２２条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅

介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る

地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密

着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居

宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係

る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する

費用 

二 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合

は、それに要した交通費の額 

三 食事の提供に要する費用 

四 宿泊に要する費用 

五 おむつ代 

六 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用 

４ 前項第三号及び第四号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとす

る。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（４） 

（４）利用料等の受領 

①事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定地域密着型通所介護についての利用

者負担として、地域密着型介護サービス費用基準額の１割、２割又は３割（法第 50条又は第 69

条第５項の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合については、それ

に応じた割合）の支払を受けなければならないことを規定したものである。 

 

② 利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定地域密着型通

所介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである

指定地域密着型通所介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な

差額を設けてはならないこととしたものである。なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定地
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域密着型通所介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の

料金設定をして差し支えない。 

 

イ 利用者に、当該事業が指定地域密着型通所介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護

保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定地域密着型通所介護事業所の運営規程とは別に

定められていること。 

 

ハ 指定地域密着型通所介護の事業の会計と区分していること。 

 

③指定地域密着型通所介護事業者は、前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならな

いこととしたものである。 

 

④基準第７１条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の

提供に関して、 

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要

する費用 

ロ 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する

場合は、それに要した交通費の額 

ハ 食事の提供に要する費用 

ニ 宿泊に要する費用 

ホ おむつ代 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の

対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは

認めないこととしたものである。なお、ハ及びニの費用については、指針の定めるところによるも

のとし、ヘの費用の具体的ない範囲については、別に通知するところによるものである。 

※通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12年 3月 30日老企第 54号） 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収

証等に係る印紙税の取扱い （平成１２年３月１７日）】  

 

（問）介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を
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受領することとなります。その際、介護サービス事業者は「領収証」を発行することになりますが、

この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。 

特に作成者が「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」である場合には、どのようになりますか。 

 

（回答）介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場

合に作成する「領収証」は、第１７号の１文書（売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書）に該当

します。 

なお、第１７号の１文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課税となります。 

①地方公共団体そのものが作成者であるもの 

②記載された受取金額（注）が３万円未満のもの （注）法定代理受領の場合は、利用者負担分（通

常は１割）の額 

③営業に関しないもの 

この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が「公益法人（財団法人、社団法

人、社会福祉法人又は医療法人等）であるもの及び（注）「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」等で

あるものはこれに該当します。 

（注）ＮＰＯ法人は特定非営利活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外

の法人に該当します。 

したがって、当該ＮＰＯ法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合

には、営業者には該当しないことになります。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【「その他の日常生活費」に係るＱ＆Ａについて （平成１２年３月３１日）】 

（令和７年２月１３日一部改正） 

 

（問１）個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」

とは、どういったものが想定されるのか。 

 

（回答）歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるも

のではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者（又は施設）が

提供するもの等が想定される。 

 

（問２）個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるも

のに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、

費用の徴収ができないのか  

 

（回答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

（問３）個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであ
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れば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に

該当するのか。 

 

（回答）このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その

他の日常生活費」に該当しない。 

 

（問４）個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであ

れば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、そ

の購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

 

（回答）個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、

その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴

収を行うこととなる。 

 

（問５）個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

 

（回答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

（問６）施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他

の日常生活費」に該当するのか。 

 

（回答）このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常

生活費には該当しない。 

 

（問７）個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る

「その他の日常生活費」に該当するか。  

 

（回答）全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「そ

の他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

（問８）事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当

するか。  

 

（回答）事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想

定されるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参

加する定例行事）における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはでき

ないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料で

あって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のク
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ラブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当す

る。なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供

の範囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を

募り実施する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行う

こととなる。 

 

（問９）利用者用の居室等における Wi-fi等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できないのか。 

 

（回答）サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成１２年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） 平成１２年４月２８日）】  

 

（問Ⅳ４）医療機関においては、従来より利用者負担は１０円単位の請求であったため、同じ取扱

をしても差し支えないか。  

 

（回答）そのような取扱はできない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成１２年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （平成１２年５月１５日）】  

 

（問Ⅲ）サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄

の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよ

う調整する必要があるか。  

 

（回答）利用者負担額について、実際徴収した額と給付費明細書上にある「利用者負担額」との調整

は必要ないものと考える。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） （平成２４年３月３０日）】  

 

（問４２）食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合

の補足給付はどのようになるのか。  

 

（回答）食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定する

ことも可能である。特にショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）については、入所

の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。 

 利用者負担第４段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第１段階
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から第３段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取

扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付

は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。 

 具体的には、例えば、朝食４００円、昼食４５０円、夕食５３０円と設定した場合、利用者負担第

３段階の方であれば、食費の「負担限度額」は６５０円であるので、朝食のみ（４００円）の場合は

補足給付は行われず、朝食と昼食（８５０円）の場合であれば「負担限度額」との差額２００円が補

足給付として支給される。 

 

【関連通知】 

・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて 平成 12年 3月 30日 老企第 54号 

・介護保険施設等における日常生活費等の受領について 平成 12 年 11 月 16 日 老振第 75 号、老健第

122号 

・介護保険施設等における「日常生活費等とは区分される費用」の受領について 平成 13 年 1 月 12 日 

全老健第 12―265 号  

 

（１１）保険給付の請求のための証明書の交付 

【基準】 省令第８８条、予防省令第２３条 

第３条の２０（準用） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

小規模多機能型居宅介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定小規模多機能型居宅介護

の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付

しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（１４）参照 

（１４）保険給付の請求のための証明書の交付 

基準第３条の２０は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定小規模多

機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定小規模多機能型居宅介護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した指定小規模多機能型居宅介護の内容、費用の額その他利用者が保

険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付

しなければならないことを規定したものである。 

 

（１２）基本取扱方針 

【指定小規模多機能型居宅介護・指定介護小規模多機能型居宅介護 共通】 

【基準】 省令第７２条、予防省令第６５条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価

を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 
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【指定介護小規模多機能型居宅介護】 

【基準】 予防省令第６５条 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当

たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することが

できるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適

切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当

たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に

事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第四の三 ２（１） 

（１）指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針 

予防基準第６５条にいう指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針について、特に留意

すべきところは、次のとおりである。 

①介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行われるも

のであることに留意しつつ行うこと。 

②介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、サ

ービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々

な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

③サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえって

利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘を

踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる

能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

④提供された地域密着型介護予防サービスについては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に定

める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を

図らなければならないものであること。 
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（１３）具体的取扱方針 

【指定小規模多機能型居宅介護】 

【基準】 省令第７３条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当

適切に行うものとする。 

二 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持っ

て家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然か

つ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な

援助を行うものとする。 

四 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明

を行うものとする。 

五 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。 

六 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

七 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

八 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続

くものであってはならない。 

九 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可

能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支える

ために適切なサービスを提供しなければならない。 
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【指定介護小規模多機能型居宅介護】 

【基準】 予防省令第６６条 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第四十三条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝

達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全

般の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予

防支援等基準第三十条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支援等基準第三十一条各号に掲

げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。 

三 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者（以下

この条において「介護支援専門員等」という。）は、第一号に規定する利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間

等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の

日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせ

た介護を行わなくてはならない。 

四 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活

動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

五 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

六 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規

模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

七 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み

合わせることにより、妥当適切に行うものとする。 

八 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用

者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うもの

とする。 

九 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画

に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

十 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

十一 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に

比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。 

十二 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日にお

いては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生
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活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

十三 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまで

に、少なくとも一回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握（以下この条にお

いて「モニタリング」という。）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。 

十四 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅

介護計画の変更を行うものとする。 

十五 第一号から第十三号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更

について準用する。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（５） 

（５）指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第７３条） 

①制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能であるが、利用者負担等も勘案すれば、こ

のような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの回数等を報告し、適切な

サービス提供であるかどうかの評価を受けることが必要となるものである。 

指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪

問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本

であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受け

ることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するよう

な者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他の利用者が適切にサービス

が利用できるよう調整を行うことが必要となるものである。 

 

②同条第４号で定める「サービスの提供等」とは、小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容や

行事及び日課等も含むものである。 

 

③同条第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行

う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすこ

とについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体

的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、基準第８７条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間（※）保存しなければならない。 

 

④同条第第７号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束等適

正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委

員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加え

て、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専
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門医の活用等も考えられる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められ

る他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

指定小規模多機能型居宅介護事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身

体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであ

り、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

⑤指定小規模多機能型居宅介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次

のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

⑥介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的

拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時に

は必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修事業所内

での研修で差し支えない。 
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⑦基準第７３条第８号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、

登録定員のおおむね３分の１以下が目安となる。登録定員が２５人の場合は通いサービスの利用者

が８人以下であれば、著しく少ない状態といえる。 

 

⑧同条第９号に定める「適切なサービス」とは、一の利用者に対して、通いサービス、宿泊サービス

及び訪問サービスを合わせて概ね週４回以上行うことが目安となるものである。指定小規模多機能

型居宅介護事業者は、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日であっても、

電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望ましい。 

なお、指定小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を適

宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

 

【省令解釈通知】 第四の三 ２（２） 

（２）指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

①予防基準第６６条第１号から第３号は、介護支援専門員は、指定介護予防サービス等の利用に係

る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成しなければならない（サテライト事業所の

介護予防小規模多機能型居宅介護計画については研修修了者が作成するものである。）こととしたも

のである。このため、介護支援専門員は、地域包括支援センター（介護予防支援事業者）の職員が行

う業務と同様の業務を行うことになる。 

また、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師か

らの情報伝達や介護支援専門員が開催するサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利

用者の状況を把握・分析し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供によって解決すべき問題

状況を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサー

ビスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、介護予防小規模多機能型居

宅介護計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

 

②同条第４号に定める「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーシ

ョン、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等をいうものである。 

 

③同条第５号、第６号、第９号及び第１０号は、サービス提供に当たっての利用者又はその家族に

対する説明について定めたものである。即ち、介護予防小規模多機能型居宅介護計画は、利用者の

日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について

説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の

意向の反映の機会を保障しようとするものである。管理者は、介護予防小規模多機能型居宅介護計

画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、そ

の実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

また、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなけれ

ばならず、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画は、予防基準第６３条第２項の規定に基づき、

２年間（※）保存しなければならないこととしている。 



45 

 

④指定介護予防小規模多機能型居宅介護の制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能で

あるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に

通いサービスの回数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価を受けることが必要と

なるものである。 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希望に応

じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提

供が基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評

価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊

するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他の利用者が適切に

サービスが利用できるよう調整を行うことが必要となるものである。 

 

⑤予防基準第６６条第１１号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」

とは、登録定員のおおむね３分の１以下が目安となる。登録定員が２５人の場合は通いサービスの

利用者が８人以下であれば、著しく少ない状態といえる。 

 

⑥同条第１２号に定める「適切なサービス」とは、１の利用者に対して、通いサービス、宿泊サービ

ス及び訪問サービスを合わせて概ね週４回以上行うことが目安となるものである。指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者は、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日で

あっても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望ましい。 

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、利用

者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪問サービスの回数に含めて差し支

えない。 

 

⑦同条第１３号及び第１４号は、介護支援専門員又は研修修了者は、介護予防小規模多機能型居宅

介護計画に定める計画期間が終了するまでに１回はモニタリングを行い、利用者の介護予防小規模

多機能型居宅介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリング

の結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、必要に応じて当該介護予防

小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うこととしたものである。 

 

⑧介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合

で、介護予防サービス計画に基づきサービスを提供している介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者については、第３の四の４の（９）④を準用する。この場合において、「小規模多機能型居宅介護

計画」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護計画」と読み替えるものとする。 

 

【ポイント】  

・記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 
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（１４）居宅サービス計画の作成 

【基準】 省令第７４条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等基

準第十三条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行うものとする。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（６） 

（６）居宅サービス計画の作成 

①基準第７４条第１項は、登録者の居宅サービス計画は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介

護支援専門員に作成させることとしたものである。このため、指定小規模多機能型居宅介護の利用

を開始した場合には、介護支援専門員は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員

に変更することとなる。 

②指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員が通常行っている業務を行わなければならないものである。具体的な事務の流れは別紙２のと

おりである。 

なお、作成した居宅サービス計画は、基準第８７条第２項の規定に基づき、２年間（※）保存しな

ければならない。 

③サテライト事業所に研修修了者を配置する場合の居宅サービス計画の作成については、本体事業

所の介護支援専門員が行う必要があること。 

 

【ポイント】  

・記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 
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（別紙２） 
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【国Ｑ＆Ａ】  

【全国介護保険担当課長ブロック会議資料Ｑ＆Ａ （平成１８年２月２４日）】  

 

（問５７）居宅介護支援事業所のケアマネジャーを利用している利用者が小規模多機能型居宅介護

の利用を開始した場合、ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更

しなければならないのか。  

 

（回答）小規模多機能型居宅介護は「通い」、「訪問」、「宿泊」をパッケージで提供するものであり、

利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合には、ケアマネジャーは当該小規模多機能

型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとなる。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１９年２月１９日）】  

 

（問１４）小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていても、利用日時

の変更や利用サービスの変更（通いサービス→訪問サービス）が多いが、こうした変更の後に、「居

宅サービス計画」のうち週間サービス計画表（第３表）やサービス利用票（第７表）等を再作成する

必要があるのか。 

 

（回答）当初作成した「居宅サービス計画」の各計画表に変更がある場合には、原則として、各計画

表の変更を行う必要があるが、小規模多機能型居宅介護は、利用者の様態や希望に応じた弾力的な

サービス提供が基本であることを踏まえ、利用者から同意を得ている場合には、利用日時の変更や

利用サービスの変更（通いサービス→訪問サービス）の度に計画の変更を行う必要はなく、実績を

記載する際に計画の変更を行うこととして差し支えない。 

 

（１５）法定代理受領サービスに係る報告 

【基準】 省令第７５条、予防省令第５４条 

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村（法第四十二条の二第九項において準用する法第

四十一条第十項の規定により法第四十二条の二第八項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健

康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サービス

計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたも

のに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（７） 

（７）法定代理受領サービスに係る報告 

基準第７５条は、地域密着型介護サービス費又は居宅介護サービス費を利用者に代わり当該指定

小規模多機能型居宅介護事業者又は当該指定居宅サービス事業者に支払うための手続きとして、指
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定小規模多機能型居宅介護事業者に、市町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっ

ては当該国民健康保険団体連合会）に対して、居宅サービス計画において位置づけられている指定

小規模多機能型居宅介護又は指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置づけたも

のに関する情報を記載した文書（給付管理票）を毎月提出することを義務づけたものである。 

 

【関連通知】 

・通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて（令和３年３月２２日）（厚生労働

省老健局認知症施策・地域介護推進課、老人保健課通知） 

 

（１６）利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

【基準】 省令第７６条、予防省令第５５条 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希

望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及

びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（８） 

（８）利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

基準第７６条は、登録者が指定小規模多機能型居宅介護事業者を変更した場合に、変更後の指定

小規模多機能型居宅介護事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことができるよ

う、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利

用を希望する場合その他登録者からの申し出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サ

ービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならないこととしたものである。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Ｑ＆Ａ （平成１８年２月２４日）】  

 

（問５９）介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター（介護

予防支援事業者）が作成するのか。 

 

（回答） 

１ 介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター（介護予防支

援事業者）の職員が作成するのではなく、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャ

ーが作成するものである。 

２ この揚合、地域包括支援センター（介護予防支援事業者）の職員が行う業務と同様の業務を行

っていただくことになる。 

３ なお、ケアプランの作成については介護予防小規模多機能型居宅介護の介護報酬の中に含まれ

ていることから、別途「ケアプラン」の作成に係る介護報酬を算定することはできない。 
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（１７）小規模多機能型居宅介護計画の作成 

【基準】 省令第７７条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員（第六十三条第十二項の規定によ

り介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研

修修了者。以下この条において同じ。）に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当さ

せるものとする。 

２ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加

の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければ

ならない。 

３ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多

機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様

態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を

行わなくてはならない。 

４ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

５ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護

計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介

護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計

画の変更を行う。 

７ 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用

する。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（９） 

（９）小規模多機能型居宅介護計画の作成 

①当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することとならない

ように留意するものとする。 

②基準第７７条第２項に定める「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレク

リエーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好（しこう）に応じた活動等をいうも

のである。 

③小規模多機能型居宅介護計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障す

るため、介護支援専門員又はサテライト事業所の研修修了者は、小規模多機能型居宅介護計画の作

成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該小規模

多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した小規模多機能型居宅介護計画は、基準第８７条第２項の規定に基づき、２年間（※）

保存しなければならない。 
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④指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１３条第１２号において、「介護支援専

門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等

基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、

小規模多機能型居宅介護事業所において短期利用居宅介護費を算定する場合で、居宅介護支援事業

所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画に基づきサービスを提供している小規模多機能型

居宅介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から小規模多機

能型居宅介護計画の提供の求めがあった際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を提供すること

に協力するよう努めるものとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） （平成２４年３月３０日）】  

 

（問２７）居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複する場合の取扱

い如何。  

 

（回答）居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載すべき内容が重複する場合にあっ

ては、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる。 

 なお、小規模多機能型居宅介護の居宅サービス計画等の様式については、「小規模多機能型居宅介

護のケアマネジメントについて（ライフポートワーク）」として調査研究事業の成果が取りまとめら

れており（※）、こうした様式例等も参考とし、適宜活用されたい。 

※ 当該資料については、http://www.shoukibo.net/ において掲載。 

 

【ポイント】  

・記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 

 

（１８）介護等 

【基準】 省令第７８条、予防省令第６７条 

１ 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技

術をもって行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又

は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはな

らない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と

小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（１０） 

（１０）介護等 
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①基準第７８条第１項で定める介護サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利

用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることが出来るように介護サービスを提供し又

は必要な支援を行うものとする。その際、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。 

②同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護のサービス

を事業所の従業者に行わせなければならないことを定めたものであり、例えば、利用者の負担によ

って指定小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、

指定小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供すること

は差し支えない。 

③同条第３項は、利用者が小規模多機能型居宅介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作

業、レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好な人間関係に基づく家庭

的な生活環境の中で日常生活が送れるようにすることに配慮したものである。 

 

【省令解釈通知】 第四の三 ２（３） 

（３）介護等 

①予防基準第８８条第１項で定める介護サービスの提供に当たっては、認知症の状態にある利用者

の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることが出来るように

することを念頭に、利用者の精神的な安定、行動障害の減少及び認知症の進行緩和が図られるよう

に介護サービスを提供し又は必要な支援を行うものとする。その際、利用者の人格に十分に配慮し

なければならない。 

②同条第２項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所で提供されるサービスは施設サー

ビスに準じ、当該共同生活住居において完結する内容であることを踏まえ、当該事業所の従業者で

ないいわゆる付添者による介護や、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者にその負

担によって利用させることができないこととしたものである。ただし、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の負担により、通所介護等のサービスを利用に供することは差し支えない。 

③同条第３項は、利用者が介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーショ

ン、行事等を共同で行うことによって良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が

送れるようにすることに配慮したものである 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５） （令和３年４月９日）】  

 

（問７）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提供につい

て、連携方法や費用負担についての考え方如何。  

 

（回答）看取り期等で通いが困難となった利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供に当たって

は、当該サービスの提供に関する連携方法、費用負担について、事業者間で調整及び協議の上、決定

されたい。 

※指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は指定小規模多機能型居宅介護へ読替 
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（１９）社会生活上の便宜の提供等 

【基準】 省令第７９条、予防省令第６８条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえ

た社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続

等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わ

なければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家

族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（１１） 

（１１）社会生活上の便宜の提供等 

①基準第７９条第１項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は画一的なサービスを提供するので

はなく、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援

に努めることとしたものである。 

②同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必

要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、

その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかかるものに

ついては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るもの

とする。 

③同条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の家族に対し、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利

用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするものである。 

 

【省令解釈通知】 第四の三 ２（４） 

(４)社会生活上の便宜の提供等 

①予防基準第 68条第１項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は画一的なサービスを提

供するのではなく、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続の

ための支援に努めることとしたものである。 

②同条第２項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利

用者が必要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてそ

の都度、その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかか

るものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を

得るものとする。 

③同条第３項は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の家族に対し、当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の呼び

かけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないことと

するものである。 
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（２０）利用者に関する市町村への通知 

【基準】 省令第８８条、予防省令第２４条 

第３条の２６（準用） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を受けてい

る利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

なければならない。 

一 正当な理由なしに指定小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（１８）参照 

（１８）利用者に関する市町村への通知 

基準第３条の２６は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行

為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者につい

ては、市町村が、法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第６４条に基づく

保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定小規模多機能型居宅介護事業者が、その利用

者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したものであ

る。 

 

（２１）緊急時等の対応 

【基準】 省令第８０条、予防省令第５６条 

小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模

多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（１２） 

（１２）緊急時等の対応 

基準第８０条は、小規模多機能型居宅介護従業者が現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時

の対応方法に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定め

た協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。協

力医療機関については、次の点に留意するものとする。 

①協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいものであること。 

②緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておくこと。 
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（２２）管理者の責務 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第２８条（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者

の管理及び指定小規模多機能型居宅介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うものとする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者

にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

【省令解釈通知】 第三の二の二 ３（４） 

（４）管理者の責務 

基準第２８条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏ま

えた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時

かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に基準の第２章

の２第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１８４）管理者に求められる具体的な役割は何か。  

 

（回答） 

・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成１１年９月１７

日付け老企第２５号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえ

た利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び

業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を

行うこととしている。 

具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。 

≪参考≫ 

・「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄）（令和元年度老人保健健康増進等事業「介護

事業所・施設における管理者業務のあり方とサービス提供マネジメントに関する調査研究」（一般社

団法人シルバーサービス振興会）） 

第１章第２節管理者の役割 

１．管理者の位置づけ及び役割の重要性 

２．利用者との関係 

３．介護にともなう民法上の責任関係 

４．事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有 

５．理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知 
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６．事業計画と予算書の策定 

７．経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント 

８．記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有 

 

（２３）運営規程 

【基準】 省令第８１条、予防省令第５７条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

五 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他運営に関する重要事項 

 

【留意事項通知】 省令解釈通知 第三の四 ４（１３） 

（１３）運営規程 

基準第８１条は、指定小規模多機能型居宅介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定

小規模多機能型居宅介護の提供を確保するため、同条第１号から第１１号までに掲げる事項を内容

とする規程を定めることを指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特

に次の点に留意するものとする。 

①営業日及び営業時間（第３号） 

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、３６５日利用者の居宅生活を支援するものであり、休業日

を設けることは想定していないことから、営業日は３６５日と記載すること。また、訪問サービス

は、利用者からの随時の要請にも対応するものであることから、２４時間と、通いサービス及び宿

泊サービスは、それぞれの営業時間を記載すること。 

②通常の事業の実施地域（第６号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実

施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われる

ことを妨げるものではないものであること。また、通常の事業の実施地域については、事業者が任

意に定めるものであるが、指定地域密着型サービスである指定小規模多機能型居宅介護については、

市町村が定める日常生活圏域内は、少なくとも通常の事業の実施地域に含めることが適当であるこ

と。さらに、事業所所在地の市町村の同意を得て事業所所在地以外の他の市町村から指定を受けた
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場合には、当該他の市町村の一部の日常生活圏域を事業の実施地域の範囲に加えることもあること

（以下、基準第１４条第５号、第２９条第６号、第４０条の１２第６号、第５４条第６号、第８１条

第６号及び第１８２条についても同趣旨）。 

③非常災害対策（第９号） 

基準第 82条の２は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の

策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなけれ

ばならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、

地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防

団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求

めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規

定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をい

う。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防

火管理者を置くこととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所にあってはその者に行わせる

ものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定小規模多機能型居宅介護

事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業

務を行わせるものとする。 

同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が前項に規定する避難、救出その他の訓練の

実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのた

めには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接

な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。

訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のある

ものとすること。④利用料その他の費用の額（第５号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定小規模多機能型居宅介護に係る利用料（１

割負担、２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスでない指定小規模多機能型居宅介護の

利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第３条の１９第３項により徴収が認められている交

通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること（以下、他

のサービス種類についても同趣旨）。 

④虐待の防止のための措置に関する事項（第１０号） 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐

待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

 

（２４）勤務体制の確保等 

【基準】 省令第８８条、予防省令第２８条 

第３０条（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定小規模多機能型居宅介護を提供で

きるよう、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、当該指定小規
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模多機能型居宅介護事業所の従業者によって指定小規模多機能型居宅介護を提供しなければならない。

ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者の資質の向上のために、そ

の研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者は、全ての

小規模多機能型居宅介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に

規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、適切な指定小規模多機能型居宅介護の提供を確保する観点

から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより小規模多機能型居宅介護従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の二の二 ３（６）参照 

（６）勤務体制の確保等 

基準第３０条は、利用者に対する適切な指定小規模多機能型居宅介護の提供を確保するため、職

員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

①指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、小規模多機能

型居宅介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及

び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

 

②同条第２項は、原則として、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者たる小規模多機能

型居宅介護従業者によって指定小規模多機能型居宅介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等の

利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるもの

であること。 

 

③同条第３項前段は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研

修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたもので

あること。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格

を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づ

けることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症に

ついての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施

するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基

礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定され

ている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修

了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級

課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
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士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

 

④雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第 113号）

第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけ

るセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）

の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したもの

である。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、

次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やそ

の家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18年厚生労働省告示第 615号）及び事業主が

職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に

ついての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）におい

て規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を

明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじ

め定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24号）附則第

３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律第 30条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を

主たる事業とする事業主については資本金が 5000万円以下又は常時使用する従業員の数が 100人以

下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切

な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス

不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュ

アル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特

に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事

業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラス

メント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うこ
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とが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲

載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓

口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各

種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所

におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【全国介護保険担当課長ブロック会議資料Ｑ＆Ａ （平成１８年２月２４日）】  

 

（問１１）地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどの

ような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。  

 

（回答）地域密着型サービス事業所の職員について、義務付けた研修及びその概要は下記のとおり

であり、それぞれの研修の実施主体は、各都道府県指定都市である。 

それぞれについては、所要の経過措置等を設けることとしており、各研修のプログラムや開催方

法等を含め、追ってお示しする。 

〔義務付けられている研修〕 

 代表者 管理者 計画作成担当者 

認知症刻応型共同生活介護 Ｂ・Ｃ   

認知症対応型通所介護  Ａ・Ｃ  

小規模多機能型居宅介護 Ｃ Ｃ Ｃ 

（介護支援専門員） 

※ 経過措置（上表中のアルファベット） 

「Ａ」・・・現に開設している事業所については、受講義務なし。 

「Ｂ」・・・現に開設している事業所については、平成２１年３月３１日までに受講しなければなら

ない。 

「Ｃ」・・・平成１８年度中に開設される事業所については、平成１９年３月３１ 日までに受講し

なければならない。 

（１）代表者（認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護において共通） 

事業所を設置運営する法人の代表者が、日頃から事業所が提供する介護サービスの内容を理解し、

その質の向上に努めていくため、最低限必要な知識を修得するもの。 

（２）管理者（認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護に

おいて共通） 

介護に関する一定の知識及び経験を有することを前提として、労務管理等も含め、管理者として必

要な知識を修得するもの。 

（３）計画作成担当者（介護支援専門員） 
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小規模多機能型居宅介謹については、新規のサービスであることから、制度の目的、理念、内容や他

の居宅サービスの併用等について、サービスの趣旨に即した介護支援計画策定に必要な知識を修得

するもの。 

認知症対応型共伺生活介護については、従来から研修を義務付け※ていたものであり、今回新たに

義務付けをしたものではない。 

※都道府県指定都市が実施する「認知症介護実践研修」のうち、認知症介護実践者研修の受講を義

務付けていた。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和３年３月２６日）】  

 

（問３）養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない

者は、義務づけの対象外とすることが可能か。 

 

（回答）養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に

係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高校の卒

業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証

明できれば対象外として差し支えない。 

 

（問４）認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

 

（回答）認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症

の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 

 

（問５）認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

 

（回答）認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温か

く見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に

携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な

知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知症サポータ

ー等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。 

 

（問７）外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 

 

（回答）ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数

として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわ

らず、義務づけの対象となる。 
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（問８）外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要

があるのか。 

 

（回答）認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能

実習制度運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である（令和６年

３月までの間、努力義務として行う場合も同様。）。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能

実習と同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが

必要である。 

 

（問９）事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型

コロナウイルス感染症対策のための入国後１４日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。 

 

（回答） 

・入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させないことと

されていることから、認知症介護基礎研修を受講させることはできない。一方、新型コロナウイル

ス感染症対策のための入国後１４日間の自宅等待機期間中であって入国後講習中ではない外国人技

能実習生については、受入企業との間に雇用関係がある場合に限り、認知症介護基礎研修（オンラ

インで実施されるものに限る。）を受講させることができる。 

・なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等（※）については、実施主体である都道府県等により

異なる場合があることにご留意いただきたい。 

（※）研修の受講方法（ｅラーニング、Ｚｏｏｍ等による双方向型のオンライン研修、集合研修）、

料金（補助の有無等）、受講枠など 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１５５）受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医療・福

祉系の資格を保有している者は受講が免除となるか。 

 

（回答）日本以外の国の医療・福祉系の資格を持つ者については、免除とはならない。 

 

（問１５６）柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。 

 

（回答）柔道整復師、歯科衛生士ともに、受講義務付けの対象外として差し支えない。 

 

（問１５７）訪問介護員（ヘルパー）研修３級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認

知症関連の資格については、受講義務付けの対象外か。 
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（回答）訪問介護員（ヘルパー）研修３級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症

関連の資格ともに、受講義務付けの対象となる。 

 

（問１５８）介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受講義務

付けの対象となるか。 

 

（回答）特定施設では無い、介護保険の対象外である病院勤務の職員は受講義務づけの対象外であ

る。なお、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。 

 

（問１５９）当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反にあた

るのか。 

 

（回答）当該研修の義務付けは、雇用の要件に係るものではなく、事業者が介護に直接携わる職員

に対し、研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けているものである。したがっ

て、介護に直接携わる職員として研修を受講していない者を雇用する場合でも、運営基準違反には

あたらない。なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従

業者に関する義務付けについては、採用後１年間の猶予期間を設けている。 

 

（問１６０）事業所において、人員基準以上に加配されている介護職員で、かつ、介護に直接携わる

者が研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。 

（回答）・貴見のとおり。・本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症につ

いての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施し

ているものであり、介護に直接携わる職員であれば、人員配置基準上算定されるかどうかにかかわ

らず、受講義務付けの対象となる。 

 

（問１６１）「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのような内容

か。 

 

（回答）「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」については、受講料の負担や、勤務

時間内に受講出来るような配慮（シフトの調整等）、インターネット環境の整備等、様々な措置を想

定している。 

 

（２５）定員の遵守 

【基準】 省令第８２条、予防省令第５８条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サー

ビスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超

えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで
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ない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該

地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定

小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画（法第百十七条第一

項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。）の終期まで（市町村が次期

の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定

小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の

市町村介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定

員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（１４） 

（１４）定員の遵守 

①基準第８２条第１項に定める「特に必要と認められる場合」としては、例えば、以下のような事例

等が考えられるが、「一時的」とは、こうした必要と認められる事情が終了するまでの間をいうもの

である。 

（特に必要と認められる場合の例） 

・登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において通いサービスを提供したことにより、当該登

録者が利用した時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供したことにより、

通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービスの利用者数が定員を超

える場合 

・前記に準ずる状況により特に必要と認められる場合 

②基準第８２条第２項は、過疎地域その他これに類する地域であって、地域の実情により当該地域

における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に限り、登

録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えたサービス提供を例外的に認めるこ

とを定めたものである。 

市町村は、その運用に際して次に掲げる点のいずれにも適合することを要件とするとともに、当

該地域における指定小規模多機能型居宅介護の確保に努めることとする。 

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が人員及び設備に関する基準を満たしていること。 

ロ 市町村が登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員の超過を認めた日から市町

村介護保険事業計画の終期までの最大３年間を基本とする。ただし、次期の市町村介護保険事業計

画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に

代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次

期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とする。 
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（２６）業務継続計画の策定等 

【指定小規模多機能型居宅介護・指定介護小規模多機能型居宅介護 共通】 

【基準】 省令第８８条、予防省令第２８条の２ 

第３条の３０の２（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定

小規模多機能型居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 

【指定介護小規模多機能型居宅介護】 

【基準】 予防省令第２８条の２ 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を

確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害さ

れることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の二の二 ３（７）参照 

（１５）業務継続計画の策定等 

  

【参考】第３の２の２の３の（７） 

（７）業務継続計画の策定等 

①基準第３７条により指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用される基準第３条の３０の

２は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が

継続して指定小規模多機能型居宅介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、

当該業務継続計画に従い、小規模多機能型居宅介護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュ

レーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及

び訓練の実施については、基準第３条の３０の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、

他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場

合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、

全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 

②業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施

設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災

害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異な
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るものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務

継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、感

染症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体

的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定するこ

ととして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必

要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

 

③研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新

規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

と一体的に実施することも差し支えない。 

④訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践す

るケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る

訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支え

ない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施

することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（２７）非常災害対策 

【基準】 省令第８２条の２、予防省令第３０条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が

得られるよう連携に努めなければならない。 
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【省令解釈通知】 第三の四 ４（１６） 

（１６）非常災害対策 

基準第８２条の２は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計

画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さな

ければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害

時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃か

ら消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作

りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３

条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計

画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定に

より防火管理者を置くこととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所にあってはその者に行

わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定小規模多機能型居

宅介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立

等の業務を行わせるものとする。 

同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が前項に規定する避難、救出その他の訓練の

実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのた

めには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接

な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。

訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のある

ものとすること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【全国介護保険担当課長ブロック会議資料Ｑ＆Ａ （平成１８年２月２４日）】  

 

（問２）「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や

通報・連携体制について定期的に従業者に周知する冒を規定する」とされているが、その具体的内

容如何。  

 

（回答）火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底

するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図リ、火災等の際に消火・避難等に協力して

もらえるような体制作りを求めることとしたものである。 

 

（２８）衛生管理等 

【基準】 省令第８８条、予防省令第３１条 

第３３条（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供す

る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において感染症が
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発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以

上開催するとともに、その結果について、小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。  

三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、小規模多機能型居宅介護従業者に対し、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（１７） 

（１７）衛生管理等 

 

【参考】第３の２の２の３（９） 

（９）衛生管理等 

①基準第３３条は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の必要最低限の衛生管理等について規定し

たものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等につ

いて、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ

の発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づ

き、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

②同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具

体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種によ

り構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的

に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策

担当者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、

おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に

応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと

して差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携
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等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発

生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、

標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健

所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発

生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必

要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照

されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

小規模多機能型居宅介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容

は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に

基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催

するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容に

ついても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレ

ーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時におい

て迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担

の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（２９）協力医療機関等 

【基準】 省令第８３条、予防省令第５９条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変

等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等

のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整

えなければならない。 
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【省令解釈通知】 第三の四 ４（１８） 

（１８）協力医療機関等 

①基準第８３条第１項及び第２項の協力医療機関及び協力歯科医療機関は、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所から近距離にあることが望ましい。 

② 同条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設と

の間の連携及び支援の体制を整えなければならない旨を規定したものである。これらの協力医療機

関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るた

め、当該協力医療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１２４）連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を

持つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握すればよい

か。 

 

（回答）診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページに掲載

されているので参考とされたい。 

（地方厚生局ホームページ） 

以下のホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が該当する医

療機関となります。 

在宅療養支援病院：（支援病１）、（支援病２）、（支援病３） 

在宅療養支援診療所：（支援診１）、（支援診２）、（支援診３） 

在宅療養後方支援病院：（在後病） 

地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）：（地包ケア１）、（地包ケア２）、（地包ケア

３）、（地包ケア４） 

※地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に２００床未満（主に

地包ケア１及び３）の医療機関が連携の対象として想定されます。 

※令和６年度診療報酬改定で新設される「地域包括医療病棟」は、地域の救急患者等を受け入れる

病棟であり、高齢者施設等が平時から連携する対象としては想定されませんので、ご留意ください。 

～（略）～ 

■関東信越厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html 

※在宅療養支援病院等：施設基準届出状況（全体）の「医科」のファイルをご参照ください。地域包

括ケア病棟入院料：「届出項目６」のファイルをご参照ください。 

 

（問１２５）「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している
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こと」とあるが、入所者の急変時には必ず協力医療機関に搬送しなければならないのか。  

 

（回答）入所者の急変時等に必ず協力医療機関に搬送しなければならないということではなく、状

況に応じて救急車を呼ぶなど、臨機応変に対応いただきたい。 

 

（３０）掲示 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３２（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、小規模多機能型居宅介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければなら

ない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による

掲示に代えることができる。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない（※）。 

 

【省令解釈通知】第三の一 ４（２５） 

（２５）掲示 

①基準第３条の３２第１項は、指定小規模多機能居宅介護事業者は、運営規程の概要、小規模多機

能居宅介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評

価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状

況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定小規模多機能居宅介護

事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。また、同条第３項は、指定小規模多

機能居宅介護事業者は、原則として、重要事項を当該小規模多機能居宅介護事業者のウェブサイト

に掲載しなければならないことを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ

等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、指定小規模多機能居宅介護事業者は、

重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 小規模多機能居宅介護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を

掲示する趣旨であり、小規模多機能居宅介護従業者の氏名まで掲示することを求めるものではない

こと。 

ハ 介護保険法施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準に該当する指定小規模多機能居宅介護

事業者については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第

３条の３２第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサ

イトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第
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２項や基準省令第１８３条第１項の規定による措置に代えることができること。 

 

②同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家

族等が自由に閲覧可能な形で当該指定小規模多機能居宅介護事業所内に備え付けることで同条第１

項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

【ポイント】  

※重要事項のウェブサイトへの掲載は、令和７年４月１日より適用 

 

（３１）秘密保持等 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３３（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者であった

者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い

る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書

により得ておかなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（２６） 

（２６）秘密保持等 

①基準第３条の３３第１項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ

る。 

②同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者に対して、過去に当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであ

り、具体的には、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

の小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘

密を保持すべき旨を、小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者との雇用時等に取り決め、例

えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③同条第３項は、小規模多機能型居宅介護従業者がサービス担当者会議等において、課題分析情報

等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービ

スの担当者と共有するためには、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、文書により

利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービ
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ス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（３２）広告 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３４（準用） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所につ

いて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

（３３）指定居宅愛護支事業者に対する利益供与の禁止 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３５（準用） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業者又は

その従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他

の財産上の利益を供与してはならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（２７） 

（２７）指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

基準第３条の３５は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ないこととしたものである。 

 

（３４）苦情処理 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３６準用 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に係る利用者及びそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、法第二十三

条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から

の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市

町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

市町村に報告しなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に係る利用者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条
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第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号の

調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（２８） 

（２８）苦情処理 

①基準第３条の３６第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び

手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込

者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載

するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイト

への掲載に関する取扱いは、第３の一の４の（２５）の①に準ずるものとする。 

②同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定小規模多機能型居宅介護事業者が組

織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供した

サービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものであ

る。また、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な

情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うことが

必要である。なお、基準第３条の４０第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間（※）

保存しなければならない。 

③同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康

保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サービ

スに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同

様に、指定小規模多機能型居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを

運営基準上、明確にしたものである。 

 

【ポイント】  

・記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 

 

（３５）調査への協力等 

【基準】 省令第８４条 

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身

の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市

町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 
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【省令解釈通知】 第三の四 ４（１９） 

（１９）調査への協力等 

基準第８４条は、指定小規模多機能型居宅介護の事業が小規模であること等から、利用者からの

苦情がない場合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、市町村の行う調査に協力し、市町村の指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならないこととしたものである。 

市町村は、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているか確認するために定期的又は

随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、相当の期限を定めて基準を遵守

するよう勧告を行うなど適切に対応するものとする。 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村の求めに応じ、当該事業所の運営規程の概要や勤

務体制、管理者及び介護支援専門員等の資格や研修の履修状況、利用者が負担する料金等の情報に

ついて提出するものとする。さらに、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該情報について自

ら一般に公表するよう努めるものとする。 

 

（３６）地域との連携等 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３４条（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、

利用者の家族、地域住民の代表者、指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する市町村の職員又は当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定

する地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以

下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対

し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成する

とともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定小規模多機能

型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業そ

の他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一

の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。 
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【省令解釈通知】 第三の二の二 ３（１０）参照 

（１０）地域との連携等 

①基準第３４条第１項に定める運営推進会議は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者、

市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、

事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質

の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものである。この

運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれること

が必要となるものである。また、地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代

表等が考えられる。 

運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又

はその家族（以下この①において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装

置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に

当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設している場合

においては、１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えない。 

また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる

条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支えない。 

イ 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の

促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であって

も差し支えないこと。 

 

②運営推進会議における報告等の記録は、基準第３６条第２項の規定に基づき、２年間（※）保存し

なければならない。 

 

③基準第３４条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護の事業が地域に開かれた事業として行われ

るよう、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

 

④基準第３４条第４項は、基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する事業

を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市町

村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会そ

の他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

 

⑤基準第３４条第５項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定小規模多機能居宅介

護事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定小規模多機能居宅介護を提供する
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場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われない

よう、第８８条の規定により準用する第３条の８の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推

進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければならないことを定めたものである。   

なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を定める場合や、地域密着型

サービス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所

の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなけれ

ばならない等の規定を設けることは差し支えないものである。この際、自立支援や重度化防止等に

つながるようなサービス提供がなされているか等、サービスの質が担保されているかが重要である

ことに留意すること。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（２４） 

(２４) 準用 

（略）この場合において、準用される基準第 34条の規定について、指定小規模多機能型居宅介護事

業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサ

ービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議

において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこととし、実施にあたっては以下の

点に留意すること。また、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回

数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評

価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

 

イ 自己評価は、①事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、

②その上で他の従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互に確認しながら、現状の課題や

質の向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、小規模多機能型居宅介護

事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向

上につなげていくことを目指すものである。 

 

ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業所

で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、市町村職員、地

域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにする

ことが必要である。 

 

ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又は地域包

括支援センター職員、指定小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある

者の参加が必要であること。 

 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービ

スの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、

法人のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワーク
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システム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓

口や地域包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

 

ホ 指定小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方については、平成

25 年度老人保健健康増進等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に

関する調査研究事業」（特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会）を参考に行

うものとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行うこと。 

 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェ

ブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用される基準省令第３条の 32に関する第３の一の４の(25)

の①に準ずるものとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ（Vol.１０２） （平成１８年５月２日）】  

 

（問１２）運営推進会議はおおむね２月に１回開催とされているが、定期開催は必須か。  

 

（回答）必須である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１８年９月４日）】  

 

（問１６）運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員

又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、

これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者

(町内会役員等）」、「地域住民の代表者(民生委員等）」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能

か。  

 

（回答） 

1 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、

提供しているサービス内容等を明らかにすることにより､事業所による利用者の｢抱え込み｣を防止

するとともに、地域との連携が確保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、サービスの

質の確保を図ることを目的として設置するものであり､原則として、上記の者を構成員とする必要が

ある。 

2 「利用者の家族」については､利用者の家族として事業運営を評価し、必要な要望等を行うもの

であり､利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立揚が異なることから、兼

務することは想定していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務はあり得ると

考えられる。 
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（問１７）運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは、

具体的にどのような職種や経験等を有するのか。 

 

（回答）小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは､学識経験者である必要はなく、高齢

者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者として客観的､専門的な立場から意見を述べることができる者を選任されたい。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （平成２７年４月１日）】  

 

（問１６０）小規模多機能型居宅介護の運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全て

のメンバー（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブの代表

等））が毎回参加することが必要となるのか。 

 

（回答）毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨ではなく、

会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足りるものである。 

 ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を活用した評価」とし

て実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援センター職員、小規模多機能型居宅介護

に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須である。 

 

【ポイント】 

・記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 

 

（３７）居住機能を担う併設施設等への入居 

【基準】 省令第８６条、予防省令第６２条 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう

支援することを前提としつつ、利用者が第六十三条第六項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望

した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（２０） 

（２０）居住機能を担う併設施設等への入居 

基準第８６条は、指定小規模多機能型居宅介護は、重度になったら居住機能を担う施設へ移行す

ることを前提とするサービスではなく、可能な限り利用者が在宅生活を継続できるよう支援するも

のであることから、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が併設施設等へ入所等を希望し

た場合は、円滑にそれらの施設への入所等が行えるよう努めなければならないとしたものである。 
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（３８）事故発生時の対応 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３８（準用） 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供により

事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（３０）参照 

（３０）事故発生時の対応 

基準第３条の３８は、利用者が安心して指定小規模多機能型居宅介護の提供を受けられるよう事

故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に

対する指定小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこ

ととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない

こととしたものである。また、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。な

お、基準第３条の４０第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録は、２年間保存しなければならない（※）。このほか、以下の点に留意するものとする。 

①利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法につい

ては、あらかじめ指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

②指定小規模多機能型居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害

賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

③指定小規模多機能型居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐた

めの対策を講じること。 

 

【ポイント】  

※記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 

 

（３９）虐待の防止 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３８の２準用 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 
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一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、小規模多機能型居宅介護従業者に対し、虐待の

防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（３１）参照 

（３１）虐待の防止 

基準第３条の３８の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目

的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて

高く、指定小規模多機能型居宅介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならな

い。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止

法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊

重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけな

がらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を

通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に

規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ず

る事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等

に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及び

その家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をする

こと。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定小規模多機能型

居宅介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等

に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等

の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を

検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を
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明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を

委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状

況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営するこ

ととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との

連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこ

で得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図

る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関

すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

②虐待の防止のための指針（第２号） 

指定小規模多機能型居宅介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項

目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけ
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る指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時に

は必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修

で差し支えない。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定小規模多機能型居宅介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに

掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防

止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当

（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障が

なければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事

業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考え

られる者を選任すること。 

（※）身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和３年３月２６日）】  

 

（問１）居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１名だけ

ということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければ

ならないのか。  

 

（回答） 

・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、規

模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所に

おいては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、

積極的に外部機関等を活用されたい。 

・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による

合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが考

えられる。 

・研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開

催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用し

た合同開催等が考えられる 
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（４０）会計の区分 

【基準】 省令第８８条、予防省令第６４条 

第３条の３９準用 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに

経理を区分するとともに、指定小規模多機能型居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分し

なければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の一 ４（３２）参照 

（３２）会計の区分 

基準第３条の３９は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業

所ごとに経理を区分するとともに、指定小規模多機能型居宅介護の事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別

に通知するところによるものであること。 

 

（４１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会の設置 

【基準】 省令第８６条の２ 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的

に開催しなければならない。 

 

【省令解釈通知】 第三の四 ４（２１） 

（２１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会の開催 

地域密着型基準第８６条の２は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場におけ

る課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全

性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並

びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置及び

開催について規定したものである。なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条

において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月３１日までの間は、努力義務とされてい

る。 

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職

種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。

なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の

開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決め
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ることが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業に

おける生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。また、本委員

会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止のた

めの委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。本委

員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うこと

も差し支えない。委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところであるが、他方、

従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取

組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異

なる委員会の名称を用いても差し支えない。 

 

（４２）記録の整備 

【基準】 省令第８７条 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間（※）保存しなければならない。 

一 居宅サービス計画 

二 小規模多機能型居宅介護計画 

三 次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

四 第七十三条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

五 次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録 

六 次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録 

七 次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

八 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 

【関連資料】 

介護給付費請求等の保管について（厚生労働省老健局介護保険課老人保健課通知 平成 13年 3月 19日） 

 

 

 



86 

 

【省令解釈通知】 第三の二の二 ３（１３）参照 

（１３） 記録の整備 

基準第３６条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、

２年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第１号から第５号までの記録については、個々の利用者につき、

契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含む。）により

一連のサービス提供が終了した日、同項第６号の記録については、基準第３４条第１項の運営推進

会議を開催し、同条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日とする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和３年３月２６日）】  

 

（問２）指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定権者が独

自に規定を定めている場合の取扱い如何。 

 

（回答） 

・指定権者においては、原則、今回お示しした解釈に基づいて規定を定めていただきたい。 

 

・なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っていれば、指定基準違反になる

ものではない。 

 

【ポイント】  

※記録については、各市の条例にて５年間と定めています。 

 

（４３）準用 

【基準】 省令第８８条 

第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、

第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十

条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の

三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項

及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。 
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【省令解釈通知】 第三の四 ４（２４） 

（２４）準用  

第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十

の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十

八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用されるものであるため、第三の一［定期巡回・随時対応型訪問介護看護］の４の（２）から

（６）まで、（１２）、（１４）、（１８）、（２５）から（２８）まで、（３０）及び（３２）並びに第三

の二の二［地域密着型通所介護］の３の（４）、（６）及び（１０）を参照されたい。（略） 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェ

ブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用される基準省令第３条の３２に関する第３の３２に関す

る第３の一の四の（２５）の➀に準ずるものとする。 
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５ 介護報酬に関する基準 

（１）基本報酬 

【基準】 費用基準告示 別表４ 注１～１２ 予防費用基準告示 別表２ 注１～１２ 

４ 小規模多機能型居宅介護費 

 

イ 小規模多機能型居宅介護費（１月につき） 

（１） 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

（一） 要介護１ １０，４５８単位 

（二） 要介護２ １５，３７０単位 

（三） 要介護３ ２２，３５９単位 

（四） 要介護４ ２４，６７７単位 

（五） 要介護５ ２７，２０９単位 

（２） 同一建物に居住する者に対して行う場合 

（一） 要介護１  ９，４２３単位 

（二） 要介護２ １３，８４９単位 

（三） 要介護３ ２０，１４４単位 

（四） 要介護４ ２２，２３３単位 

（五） 要介護５ ２４，５１６単位 

 

ロ 短期利用居宅介護費（１日につき） 

（１） 要介護１ ５７２単位 

（２） 要介護２ ６４０単位 

（３） 要介護３ ７０９単位 

（４） 要介護４ ７７７単位 

（５） 要介護５ ８４３単位 

 

注１ イ（１）については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６３

条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）の登録者（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。）について、登録者の要介護状態区分

に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業

者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ

り算定する。 

 

注２ イ（２）については、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、

登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただ

し、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大

◎地域区分別１単位の単価 

藤 沢 市：４級地 １０．６６円 

茅ヶ崎市：５級地 １０．５５円 

寒 川 町：５級地 １０．５５円 
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臣が定めるところにより算定する。 

 

注３ ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用

する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅

介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状態区分に応じ

て、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定め

る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位

数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

注５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所

定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。【第２の２（５）準用】 

 

注６ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位

数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。【第２の３の２（３）準用】 

 

注７ イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス（指定地域密着型サ

ービス基準第６３条第１項に規定する通いサービスをいう。）、訪問サービス（同項に規定する訪問サ

ービスをいう。）及び宿泊サービス（同条第５項に規定する宿泊サービスをいう。）の算定月における提

供回数について、登録者（短期利用居宅介護費を算定する者を除く。）１人当たり平均回数が、週４回

に満たない場合は、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。 

 

注８ 登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同

生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは

複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。 

 

注９ 登録者が一の指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型サービス基準第６２条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）を受け

ている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所が指

定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。 

 

注１０ イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法

により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその

一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行っ

た場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、１月につき所定単位数の１００分の１５に相

当する単位数を所定単位数に加算する。 
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注１１ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町

村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所（その一部

として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使

用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イ

については１月につき、ロについては１日につき、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所

定単位数に加算する。 

 

注１２ イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住

している登録者に対して、通常の事業の実施地域（指定地域密着型サービス基準第８１条第６号に規定

する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月に

つき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

【留意事項通知】第２の５ 

（１）小規模多機能型居宅介護費の算定について 

①小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登録した者について、登録

者の居住する場所及び要介護状態区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数

を算定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた期間

（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定す

ることとする。また、月途中から小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に転居した場合又は月

途中から小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物から同一建物ではない建物に転居した場合に

は、居住していた期間に対応した単位数を算定することとする。 

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約

を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日とする。

また、「登録終了日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した日

とする。 

②「同一建物」とは、当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養

護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を指すも

のであり、具体的には、当該建物の１階部分に小規模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該

建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣

接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該小規模多機能型居

宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

 

 (２)短期利用居宅介護費について 

①短期利用居宅介護費については、厚生労働大臣が定める基準（平成 27年厚生労働省告示第 95号。

以下「大臣基準告示」という。）第 54 号に規定する基準を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業

所において算定できるものである。 
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②宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の

合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。 

 

 (３)身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、

指定地域密着型サービス基準第 73条第６項の記録（同条第５項に規定する身体的拘束等を行う場合

の記録）を行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員に

ついて所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適

正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のた

めの指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実

が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画

に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月

までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

 (４)高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、

地域密着型サービス基準第３条の 38の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員につい

て所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員

会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止の

ための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者

を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月か

ら３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から

改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

(５)業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第 37 条、第 37 条の３又は第

40 条の 16において準用する指定地域密着型サービス基準第３条の 30の２第１項に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場

合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ

いて、所定単位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための

指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務と

なっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 

 

 (６)サービス提供が過少である場合の減算について 

①「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからハまでの方法に従って算定したサー

ビス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、７

を乗ずることによって算定するものとする。 
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なお、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、小規模多機能型居宅

介護の事業と介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所における小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型

居宅介護のサービス提供回数を合算し、また、小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型

居宅介護のそれぞれの登録者数を合算して計算を行うこと。 

イ 通いサービス 

１人の登録者が１日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回の算定を可能とす

る。 

ロ 訪問サービス 

１回の訪問を１回のサービス提供として算定すること。なお、小規模多機能型居宅介護の訪問サ

ービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合で

も、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

ハ 宿泊サービス 

宿泊サービスについては、１泊を１回として算定すること。ただし、通いサービスに引き続いて

宿泊サービスを行う場合は、それぞれを１回とし、計２回として算定すること。 

②登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用開始日の前日以前又は利用終

了日の翌日以降の日数については、①の日数の算定の際に控除するものとすること。登録者が入院

した場合の入院日（入院初日及び退院日を除く。）についても同様の取扱いとする。 

③市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には、事業所に対し適切なサー

ビスの提供を指導するものとする。 

 

 (７)特別地域小規模多機能型居宅介護加算について 

２の(８)を準用する。 

（参考： 注 10 の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う

出張所等（以下「サテライト事業所」という。）とし、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、

サテライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする小規模多機能居宅介護

従業者による小規模多機能居宅介護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする

小規模多機能居宅介護従業者による小規模多機能居宅介護は加算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所を本拠とする小規模

多機能居宅介護従業者を明確にするとともに、当該サテライト事業所からの提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録を行い、管理すること。） 

 

 (８)注 11の取扱い 

２の(９)④を準用する。 

（参考：④当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得て

サービスを行う必要があること。） 
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 (９)注 12の取扱い 

２の(10)を準用する。 

（参考：(10)注 12の取扱い 

注 12 の加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基準第 71 条第 3 項第 2 項に規

定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ （平成１８年９月４日）】  

 

（問４２）入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であ

っても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。 

 

（回答）登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用

できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきである。 

 

（問４４）養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われていると

ころであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定してい

ないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬

は算定できないのか。 

 

（回答）養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているとこ

ろであり､養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定しておら

ず、介護報酬は算定できない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （平成２７年４月１日）】  

 

（問５）月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、

月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

 

（回答）集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日まで

の間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 

 月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）及び定期

巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサ

ービスに係る報酬（日割り計算が行われる場合は日割り後の額）について減算の対象となる。 

 なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならな

い。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定

する。 
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（問１７１）月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位

数を算定することとあるが、「転居した日」は同一建物以外、同一建物のどちらの単位数を算定すれ

ばよいか。 

 

（回答）当該利用者の異動後の居住場所により算定する。 

 例えば、同一建物に有料老人ホームがある小規模多機能型居宅介護事業所について、戸建住宅に

居住しながら当該事業所を利用していた者が、当該事業所に併設する有料老人ホームに入居する場

合には、転居日における基本報酬は、「同一建物に居住する者に対して行う場合」を算定する。 

 

（問１７２）小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の８割以上

となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬が設けられたが、従来可能とされて

いた、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例え

ば、登録定員の５割までと定めることは引き続き可能なのか。 

 

（回答）可能である。 

 なお、当該市町村が定める基準を満たさない事業所は、運営基準違反として指定取消等の対象と

なり得る。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） （令和３年３月２９日）】  

 

（問１８）宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期

利用者の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、

空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複

した場合の対応如何。 

 

（回答）登録者以外の短期利用は、登録者に対するサービスの提供に支障がない場合に認められる

ものであり、お尋ねのケースであれば、登録者に対する宿泊サービスを優先すべきである。ただし、

利用の緊急度に応じて柔軟な対応も可能である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１６７）高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するた

めの全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされて

いなければ減算の適用となるのか。 
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（回答） 

・減算の適用となる。 

・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

 

（問１６８）運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発

見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

 

（回答）過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じ

た月」となる。 

 

（問１６９）高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するため

の全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされてい

ない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月

後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改

善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こ

ととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはでき

ないのか。 

 

（回答）改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支

えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該

計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） （令和６年５月１７日）】  

 

（問７）業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

 

（回答） 

・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に

従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

・なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続

計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定

減算の算定要件ではない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１６５）業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 
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（回答）下記表のとおり 

 

（問１６６）行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場

合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

 

（回答） 

・業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点

ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

・例えば、通所介護事業所が、令和７年 10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明

した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の

策定を行っていない場合）、令和７年 10月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。 

・また、訪問介護事業所が、令和７年 10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明し

た場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１） （平成２１年３月２３日）】  

 

（問１２７）サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービ
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ス提供回数に含めることは可能か。 

 

（回答）利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数に含める

ことは可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めることはできない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成２４年３月１６日）】  

 

（問１５６）サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した

場合又は本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提

供が過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスと

して取り扱うのか。 

 

（回答）サテライト事業所におけるサービス提供回数として計算する。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） （平成２４年３月３０日）】  

 

（問７）「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加算」における登録者数に、

障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護等の利用者を含めるのか。 

 

（回答）基準該当生活介護の利用者については、通いサービスを利用するために小規模多機能型居

宅介護に登録を受けた者と定義されており、介護保険法における指定（介護予防）小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者とはみなされないことから、これら加算・減算の算定の基準となる登録者

には含まれない。 

なお、この取扱いについては、障害者自立支援法の基準該当障害福祉サービスとして実施される

又は構造改革特区の認定を受けて実施される自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス又は

短期入所の受け入れについても同様である。 

 

（２）加算・減算【概要】 

 

ハ 初期加算 ３０単位 

注 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して３０日以内の期間に

ついては、初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。３０日を超える病院又は診療所への入

院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。 
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【国Ｑ＆Ａ】  

【全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに

関するＱ＆Ａ （平成１９年２月１９日）】  

 

（問１３）小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解

除日の２週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から

３０日間算定することは可能か。 

 

（回答）病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期

間が３０日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない（「指定地域密着型サービ

スに要する費用の額に関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第１２６号）別表３ロの注）が、そ

うでない場合は、初期加算を算定することは可能である。 

 

ニ 認知症加算 

（１）認知症加算（Ⅰ） ９２０単位 

（２）認知症加算（Ⅱ） ８９０単位 

（３）認知症加算（Ⅲ） ７６０単位 

（４）認知症加算（Ⅳ） ４６０単位 

 

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型

居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケアを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、（１）及び（２）について１月につきそれぞれ所定単位数を加算

する。ただし、（１）、（２）又は（３）のいずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定

しない。 

 

注２ イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った

場合は、（３）及び（４）について１月につきそれぞれ所定単位数を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める登録者】（利用者等告示第３８号） 

イ 認知症加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定すべき利用者 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

 

ロ 認知症加算（Ⅳ）を算定すべき利用者 

要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認

知症のもの 
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【大臣基準告示】 

五十四の五 小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費における認知症加算の基準 

イ 認知症加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における日常生活に支障を来すおそ

れのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下この号において「対象

者」という。）の数が二十人未満である場合にあっては一以上、対象者の数が二十人以上である場合に

あっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、

チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

（２）当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定

期的に開催していること。 

（３）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所全体の認知症

ケアの指導等を実施していること。 

（４）当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に

従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

 

ロ 認知症加算（Ⅱ） イ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１０） 

(10) 認知症加算について 

①「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとする。 

②「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のラン

クⅡに該当する者を指すものとする。 

③「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知

症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び

認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、全員が

一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」

及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 
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【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２） （平成２１年４月１７日）】  

 

（問３９）「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、そ

の情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 

 

（回答）医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書によ

る診療情報提供を義務づけるものではない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和６年３月２９日）】  

 

（問４）「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサー

ビスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して１０年以

上、かつ、１，８００日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であ

ると実施主体の長が認めた者については、令和９年３月３１日までの間は、本文の規定に関わらず

研修対象者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは

具体的にどのような者なのか。 

 

（回答）同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として７

年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３年以上、サービス提供責任者とし

ても従事する者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） （令和６年５月１７日）】  

 

（問３）介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「１なし ２加

算Ⅰ ３加算Ⅱ」となっているが、加算（Ⅲ）（Ⅳ）の届出はどうすればよいか。 

 

（回答）今回の改定で新設した認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、事業所の体制を要件とする区分であるた

め届出を必要とするものであるが、認知症加算（Ⅲ）（Ⅳ）は従来の認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）と同様、

事業所の体制を要件としない区分であることから届出不要。 

 

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急

に指定小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定小規模多機能

型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき２００単位

を所定単位数に加算する。 
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【留意事項通知】第２の５（１１） 

（１１）認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

①「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言

等の症状を指すものである。 

②本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用居宅介護

費）が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携

し、利用者又は家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合に算定することが

できる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるも

のとする。 

この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではなく、医療機関における対応が必要であると判断さ

れる場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が

受けられるように取り計らう必要がある。 

③次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合には、当該加算は算定で

きないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、

短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施設入

居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

④判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を

行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこ

と。 

⑤７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利

用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の短期

利用（短期利用居宅介護費）の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

 

ヘ 若年性認知症利用者受入加算 ８００単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用

する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅

介護事業所において、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につ

き所定単位数を加算する。ただし、ニを算定している場合は、算定しない。 

 

【大臣基準告示】 

十八 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型

通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、看

護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介

護予防短期入所療養介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及

び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準 
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受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症

によって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１２） 

（１２）若年性認知症利用者受入加算について 

３の２（１６）を準用する。 

 

【参考】 

（１６）若年性認知症利用者受入加算について 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性

やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成３０年３月２３日）】  

 

（問４０）若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型

居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月はど

のように取り扱うのか。 

 

（回答）本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規

模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については６５歳の誕生日の前々日が含まれる

月は月単位の加算が算定可能である。 

 

ト 看護職員配置加算 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能

型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１月につきそれぞれ所定単位数を加

算する。ただし、この場合において、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（１）看護職員配置加算（Ⅰ） ９００単位 

（２）看護職員配置加算（Ⅱ） ７００単位 

（３）看護職員配置加算（Ⅲ） ４８０単位 

 

【施設基準告示】 

二十九 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準 

イ 看護職員配置加算 （Ⅰ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準 

（１）専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以上配置して
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いること。 

（２）通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。 

 

ロ 看護職員配置加算 （Ⅱ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準 

（１）専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名以上配置し

ていること。 

（２）イ（２）に該当するものであること。 

 

ハ 看護職員配置加算 （Ⅲ） を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準 

（１）看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。 

（２）イ（２）に該当するものであること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成２１年３月２３日）】  

 

（問１２６）看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ専従

を満たすこととして、加算を算定することは可能か。 

 

（回答）指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。一方、看護職員配置

加算は、利用者ニーズへの対応を図るため、常勤かつ専従を要件として創設されたものであること

から、お尋ねのような場合についての加算の算定は認められない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成２４年３月１６日）】  

 

（問１５８）本体事業所の看護職員が適切にサテライト型事業所の登録者に対する健康管理等を行

うことができる場合、サテライト事業所には看護職員を置かなくてもよいこととされているが、本

体事業所において看護職員配置加算を算定している場合、当該本体事業所の看護職員は看護職員配

置加算に係る常勤・専従の看護職員であってもよいのか。 

 

（回答）本体事業所とサテライト事業所については密接な連携の下に運営されるものであり、当該

常勤・専従の看護職員がサテライト事業所の登録者に対する健康管理等を行うことも差し支えなく、

この場合、当該常勤・専従の看護職員の配置をもって、サテライト事業所の看護職員を置かないこ

とができる。 

また、当該常勤・専従の看護職員はサテライト事業所の登録者に対する訪問サービスや本体事業

所において提供される宿泊サービスに従事することも可能である。 

なお、この場合、サテライト事業所で看護職員配置加算を算定することはできず、本体事業所及び

サテライト事業所の双方で看護職員配置加算を算定しようとする場合、それぞれの事業所に常勤・
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専従の看護職員を配置することが必要となる。 

 

チ 看取り連携体制加算 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能

型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期にお

けるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前３０日以下につ

いて１日につき６４単位を死亡月に加算する。ただし、この場合において、看護職員配置加算（Ⅰ）を

算定していない場合は、算定しない。 

 

【施設基準告示】 

三十 指定小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算に係る施設基準 

イ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。 

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対応方針

の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

【利用者等告示】 

三十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のチの注の厚生労働

大臣が定める基準に適合する利用者 

次に掲げるいずれの基準にも適合する利用者 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ロ 看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等

から介護記録等登録者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上で

サービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）

であること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１３） 

（１３）看取り連携体制加算について 

①看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体制をＰＤＣＡ

サイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第３９号に定める基準に適合する登

録者が死亡した場合に、死亡日を含めて３０日を上限として、小規模多機能型居宅介護事業所にお

いて行った看取り期における取組を評価するものである。 

なお、登録者の自宅で介護を受ける場合又は小規模多機能型居宅介護事業所において介護を受け

る場合のいずれについても算定が可能である。 

また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際に

は、当該小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の翌日

から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、入院した日の翌日から死亡日まで

の期間が３０日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない。） 
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②「２４時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間において

も小規模多機能型居宅介護事業所から連絡でき、必要な場合には小規模多機能型居宅介護事業所か

らの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。 

③管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期におけ

る対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項

を含むこととする。 

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

イ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時に対応を含む。） 

ウ 登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

エ 登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

オ その他職員の具体的対応等 

④看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返る等によ

り、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見

直しを行う。 

⑤看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多

職種連携のための情報共有を行うこと。 

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて登録者及び家族の意向を把握し、それに

基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

⑥登録者の看取りに関する理解を支援するため、登録者の状態又は家族の求め等に応じ随時、介護

記録等その他の登録者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、登録者

等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。 

⑦小規模多機能型居宅介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可

能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、登録者側にとっては、小規模

多機能型居宅介護の登録を終了した翌月についても自己負担を請求されることになるため、登録者

が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負

担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑧小規模多機能型居宅介護事業所は、入院の後も、継続して登録者の家族や入院先の医療機関等と

の継続的な関わりを持つことが必要である。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねた

ときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人又は

家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑨本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記

録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場

合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期における登録者に対す

る介護の内容について相談し、共同して介護を行っており、家族に対する情報提供を行っている場

合には、看取り連携体制加算の算定は可能である。 
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この場合には、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に

職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について

記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的

に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要であ

る。 

⑩小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室等において看取りを行う際には、プライバシーの確保及

び家族への配慮について十分留意することが必要である。 

⑪看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医

療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケ

アの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めるこ

と。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （平成２７年４月１日）】  

 

（問１７０）看取り連携加算の算定要件のうち「２４時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算

（Ⅰ）で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の

常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。 

 

（回答）看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、

小規模多機能型居宅介護事業所の看護師と２４時間連絡できる体制が確保されていれば算定要件を

満たすものである。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１４）特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応

体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針は、管理者を中心として、介護

職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定められていることが必要とされているが、そ

の他に協議を行うことが想定される者としては、医師も含まれるのか。 

また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。 

 

（回答）・貴見のとおり医師も含まれると考えて差し支えない。 

・また、看取り期における対応方針の「協議」については、必ずしもカンファレンスなどの会議の場

により行われる必要はなく、例えば、通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護支援専門員等の

意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加算の算定要件を満たすもので

ある。 
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（問１５）特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応

体制及び看取り連携体制加算について、「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替するこ

とは差し支えない。」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。 

 

（回答）・質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説

明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。このため、利用者への介護記録等その他

の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際に、利用者またはその家族の理解

を支援させる目的で、補完的に理解しやすい資料を作成し、これを用いて説明することも差し支え

ないこととしたものである。 

・なお、その際、介護記録等の開示又は写しの提供を本人またはその家族が求める場合には、提供す

ることが必要である。 

 

（問１６）特定事業所加算（Ⅰ）・（Ⅲ）の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応

体制及び看取り連携体制加算について、「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体

的にどういうことか。 

 

（回答）看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看

護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明のことをい

う。 

 

リ 訪問体制強化加算 １，０００単位 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居

宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居宅介護の提供体

制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、１月につき所定単位数を加算する。 

 

【大臣基準告示】 

五十五 小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第六十

三条第一項に規定する訪問サービスをいう。）の提供に当たる常勤の従業者を二名以上配置しているこ

と。 

ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における延

べ訪問回数が一月当たり二百回以上であること。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建

物に集合住宅（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の四に規定する養護老人ホー

ム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人

ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項に規定す
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るサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。）を

併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費のイ（１）を算定する者の占める割合

が百分の五十以上であって、かつ、イ（１）を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百

回以上であること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１４） 

（１４）訪問体制強化加算について 

①訪問体制強化加算は、訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規定する訪

問サービスをいう。以下同じ。）を担当する常勤の従業者を２名以上配置する指定小規模多機能型居

宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が１月

当たり延べ２００回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、

当該訪問サービスの内容を記録しておくこと。 

②「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなけ

ればならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場

合に算定が可能である。 

③「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに、５（６）①ロ（※）と同様の方法に従って算定する

ものとする。 

なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しないため、小規模多機能型居

宅介護の登録者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

④指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、各月の前月の末日時点

（新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）日）における登録者のうち

同一建物居住者以外の者（「小規模多機能型居宅介護費のイ（１）を算定する者」をいう。以下同じ。）

の占める割合が１００分の５０以上であって、かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するもの

とする。ただし、③については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数につい

て計算を行うこと。 

 

（※）５（６）①ロ 訪問サービス（参照） 

１回の訪問を１回のサービス提供として算定すること。なお、小規模多機能型居宅介護の訪問サ

ービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合で

も、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成２７年４月１日）】  

 

（問１６４）訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能

型居宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。 
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（回答）「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定し

なければならないという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービ

ス以外の業務に従事することも可能である。 

 

（問１６５）訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置す

ることとされているが、当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。 

 

（回答）「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当

たる者のうち２名以上を常勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・営

業時間において常に訪問を担当する常勤の従業者を２名以上配置することを求めるものではな

い。 

 

（問１６６）訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が１度も無かった

登録者についても、当該加算を算定するのか。 

 

（回答）貴見のとおりである。 

 

（問１６７）訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が 200回未満であった場合、

当該月において算定できないということでよいか。 

 

（回答）貴見のとおりである。 

 訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、一

月当たりの延べ訪問回数が 200回以上となった月において、当該加算を算定できる。 

 なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置していること」

を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらためて変更・

取下、再提出等の手続を求めるものではない。 

 

（問１６８）訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が 200 回以上」とは、当該事業

所の登録者数にかかわらず一月当たり延べ訪問回数が200回以上必要であるということでよいか。 

 

（回答）貴見のとおりである。 

 

（問１６９）訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎とし

て自宅を訪問する場合も含まれるのか。 

 

（回答）「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について」（平成 18年３月 31日老計発第 0331005号、老振発第 0331005号、老
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老発第 0331018号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知）の５⑶①ロに規定する「サ

ービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算

定することとしており、具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第 87条に規定する「提供

した具体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づき

算定することとなる。 

  したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身

体整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録されるサービスについては、

訪問サービスの提供回数に含まれるものである。 

 

ヌ 総合マネジメント体制強化加算 

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使

用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居

宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（１）総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） １，２００単位 

（２）総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）   ８００単位 

 

【大臣基準告示】 

五十六 小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制強化加算の基準 

イ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、

准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画（指定地域密着型サービス

基準第七十七条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。）の見直しを行って

いること。 

（２）利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者

の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。 

（３）日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。 

（４）必要に応じて、多様な主体により提供される登録者の生活全般を支援するサービス（介護給付費等

対象サービス（法第二十四条第二項に規定する介護給付費等対象サービスをいう。）以外の保健医療サ

ービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。第七十九号イ

（５）において同じ。）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 

（５）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っている

こと。 

（二）障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっ

ていること。 
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（三）地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス

事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 

（四）市町村が実施する法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業や同条第二項第四号に掲げる

事業等に参加していること。 

 

ロ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ） イ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１５） 

（１５）総合マネジメント体制強化加算について 

①総合マネジメント体制強化加算は、指定小規模多機能型居宅介護事業所において、登録者が住み

慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者

の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わ

せて提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が日常的に行う

調整や情報共有、多様な関係機関や地域住民等との調整や地域住民等との交流等の取組、また、小

規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアの担い手として、地域に開かれた拠点となり、サービスの

質の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を発揮し、地域の多様な主体とともに利用者を

支える仕組みづくりを促進するため、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評

価するものである。 

②総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。 

ア 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏

まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。 

イ 日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加すること。 

（地域の行事や活動の例） 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起し、地域住民

や市町村等とともに解決する取組（行政や地域包括支援センターが開催する地域での会議への参加、

町内会や自治会の活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみの関係がある地域住民や

商店等との関わり、地域の行事への参加等） 

ウ 利用者及び利用者と関わりのある地域住民や商店等からの日頃からの相談体制を構築し、事業

所内外の人（主に独居、認知症の人とその家族）にとって身近な拠点となるよう、事業所が主体とな

って、地域の相談窓口としての役割を担っていること。 

エ 居宅サービス計画について、必要に応じて多様な主体により提供される登録者の生活全般を支

援するサービスが包括的に提供されるような計画を作成していること。なお、多様な主体により提

供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付費等対象サービス（介護保険法

第２４条第２項に規定する介護給付費等対象サービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福祉サ

ービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のことをいう。 

オ 次に掲げるいずれかに該当すること 

・地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行ってい
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ること。なお、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組とは、例え

ば、利用者となじみの関係にある地域住民・商店等の多様な主体との関わり、利用者の地域におけ

る役割、生きがいなどを可視化したものを作成し、事業所の従業者で共有していることをいう。 

・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、指定小規模多機能型居宅介護事業所におい

て、世代間の交流の場を設けている（障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等の指定を併せて受

け、一体的に運営が行われている場合を含む。）こと。 

・指定小規模多機能型居宅介護事業所が、地域住民等、当該事業所以外の他の指定居宅サービス事

業者、指定地域密着型サービス事業者等と共同で、認知症や介護に関する事例検討会、研修会等を

定期的に行うこと。 

・市町村が実施する通いの場、在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等において、介護予防

に資する取組、指定小規模多機能型居宅介護事業所以外のサービス事業所又は医療機関との連携等

を行っていること。 

③総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）は、②ア及びイのいずれにも該当する場合に算定する。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （平成２７年４月１日）】  

 

（問１５５）総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係

者（小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係

者）が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直し

に当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により

行われたことを、どのように表せばよいか。 

 

（回答）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居

宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・

適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から

主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、

通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加

算により評価するものである。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護

を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、

その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係

者がかかわることで足りるものである。 

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場

により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。

通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス

計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満た

すことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。 
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（問１５６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院

又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的

にどのような頻度で行われていればよいか。 

 

（回答）定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を

確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に

対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠で

ある。 

 情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所

等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。 

 なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録に

おいて確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成す

ることは要しない。 

 

（問１５７）小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活

動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのよ

うに考えればよいか。 

 

（回答）小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよ

う、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。 

 「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知

の５（７）イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。 

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価を得

て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に応じて、様々

なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

 また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み

慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識をもって

取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

 なお、地域における活動が行われていることは、そのため、サービス提供記録や業務日誌等、既存

の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料

を作成することは要しない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  

 

（問１４５）総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「日常的に利用者と関わりのある地域住
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民等の相談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどの

ように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。 

 

（回答）・地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地

域住民等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。 

・また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築し

ていることも重要である。 

・なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において確認

できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要

しない。 

 

（問１４６）総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「地域住民等との連携により、地域資源

を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組

内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。 

 

（回答）・具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について」（平成 18年３月 31日老計発第 0331005号、老振発第 0331005号、老老発

第 0331018 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知）第２の５(12)において、

「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の例をお示ししてい

る。 

・ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所が、事

業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得て、地域の中で核となり、地域資源を効果的に

活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該通知に

例示する以外の取組も該当し得る。 

・また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」については、

一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するた

めに、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民等と連携し

た上で、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

 

（問１４７）総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）における「地域住民等、他の指定居宅サービス事

業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共

同での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した

場合も評価の対象か。 

（回答）・貴見のとおりである。 

・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、他の居

宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同し

て実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会等に参画す
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ることが必要である。 

 

ル 生活機能向上連携加算 

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

 

注１ （１）について、介護支援専門員（指定地域密着型サービス基準第６３条第１０項に規定する介護

支援専門員をいう。注２において同じ。）が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画（指定地

域密着型サービス基準第７７条第１項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。）を

作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回

の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

 

注２ （２）について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーシ

ョン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者

の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした小規模多

機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連

携し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の

当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加

算する。ただし、（１）を算定している場合は、算定しない。 

 

【留意事項通知】第２の５（１７） 

（１７）生活機能向上連携加算について 

２（１７）を準用する。 

 

【参考】 

（１７）生活機能向上連携加算について 

①生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」とは、利用者の日常生

活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用

者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する

能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の内容を定めたものでなければならない。 

ロ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施
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設（病院にあっては、認可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメー

トル以内に診療所が存在しないものに限る。以下２において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士又は医師（以下２において「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際に計画

作成責任者が同行する又は当該理学療法士等及び計画作成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共

同してカンファレンス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３８号）第１３条第９号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。以下

①において同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、

排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につ

き、理学療法士等と計画作成責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活

機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上

で、計画作成責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の

「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテー

ション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若し

くは介護医療院である。 

ハ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に

掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意

見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向

上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる

基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ

客観的な指標を用いて設定すること。 

ホ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標とし

て座位の保持時間）」を設定。 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５分

間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付き添い

を行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排

泄の介助を行う。 
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（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添

い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護提供時以外

のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う）。 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき提供された

初回の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日が属する月を含む３月を限度として算定さ

れるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用者に対する指定

訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、３

月間は本加算の算定が可能であること。 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等

に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利

用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

 

②生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びトを除き①を適用する。本加算は、理学

療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上

で計画作成責任者に助言を行い、計画作成責任者が、助言に基づき①イの定期巡回・随時対応型訪

問介護看護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、

利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 

ａ ①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該

利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把

握し、又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者と連携してＩＣＴを活

用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の計画作成責任者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を

用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に

把握することができるよう、理学療法士等と計画作成責任者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、ａの助言に基づき、

生活機能アセスメントを行った上で、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成を行う

こと。なお、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能である

が、利用者の急性増悪等により定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合を除き、①

イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再度

ａの助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算の算定が可
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能である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （平成３０年３月２３日）】  

 

（問３）生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリ

テーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等によ

り」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 

 

（回答）具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に

訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施してい

る医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が

同行することが考えられる。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） （平成３０年５月２９日）】  

 

（問１）「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及び

ＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービ

ス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法がある

のか。 

 

（回答）利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩ 

ＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改善可能性の評

価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画には、生活機能アセスメ

ントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載

しなければならないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセスメントに留意した助言を行

うことが求められる。 

① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成目標 

③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

 

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が考えら

れる。 

① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニケー

ション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及び

ＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利用者の自宅（生活の場・介
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護現場）にてビデオ通話を行うこと。 

② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画によって利用

者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画の撮影方法及び撮

影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で動画撮影を行い、当該

動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及

びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内容は、当該利

用者の自宅（生活の場・介護現場）の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影すること。 

 

また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留意するこ

とが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、セキュリティが十分に確

保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会

（HISPRO）が公表している「医療情報連携において、SNS を利用する際に気を付けるべき事項」を

参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外部の理学療法士等が、保険医療機関の電子

カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を利用して行う場合には、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第５版）」（平成 29年５月）に 

対応していることが必要である。（※図省略） 

 

ヲ 口腔（くう）・栄養スクリーニング加算 ２０単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業

者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔（くう）の健康状態のスクリーニング及び栄養状

態のスクリーニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者につい

て、当該事業所以外で既に口腔（くう）・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定

しない。 

 

【大臣基準告示】 

四十二の六 特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地

域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防小規模多機能型居

宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口腔（くう）・栄養スクリーニング加算の

基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔（くう）の健康状態について確認を行い、当該利用者

の口腔（くう）の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔（くう）の健康状態が低下しているおそれ

のある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提

供していること。 

ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に

関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を

当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ハ 通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十九号、第二十一号及び第二十二号に規定
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する基準のいずれにも該当しないこと。 

 

【留意事項通知】第２の５（１６） 

（１６） 口腔・栄養スクリーニング加算について 

３の２（１９）①及び③を準用する。 

 

【参考】 

（１９）口腔・栄養スクリーニング加算について 

①口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スク

リーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職

員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

 

③口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次

に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。なお、口腔スクリーニ

ング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

a ＢＭＩが１８．５未満である者 

b １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平

成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリス

トのＮＯ．１１の項目が「１」に該当する者 

c 血清アルブミン値が３．５Ｇ／ＤＬ以下である者 

d 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和３年３月２６日）】  

 

（問２０）令和２年１０月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３年４

月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 

 

（回答）算定できる。 
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ワ 科学的介護推進体制加算 

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護

事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき４０単位を所定単位

数に加算する。 

 

（１）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔（くう）機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況

等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（２）必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たって、（１）に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために

必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１８） 

（１８）科学的介護推進体制加算について 

３の２（２１）を準用する。 

 

【参考】 

（２１）科学的介護推進体制加算について 

①科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注２４に掲げる

要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

②情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等

については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄ

ｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高い

サービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的

には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本

加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービ

ス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資

する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性

やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質

の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 
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【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和３年３月２６日）】  

 

（問１７）ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含ま

れるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

 

（回答）ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただく

が、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するもの

ではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利

用者の同意は必要ない。 

 

（問１８）加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る

同意が取れない場合には算定できないのか。 

 

（回答）加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含

む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者

又は入所者について算定が可能である。 

 

（問１９）科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別

機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ若しくは(Ｂ)ロ、リハビリテーシ

ョンマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算にお

いて、Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み

替え精度について検証されているＩＣＦステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 

 

（回答）ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当

性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、 

— ＢＩに係る研修を受け、 

— ＢＩへの読み替え規則を理解し、 

— 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BIを別途評価する 

等の対応を行い、提出することが必要である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５） （令和３年４月９日）】  

 

（問４）ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４

号）の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様

式例を必ず用いる必要があるのか。 



123 

 

 

（回答）・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４号）においてお示しをして

いるとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる

項目（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。 

・ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者

の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１０） （令和３年６月９日）】  

 

（問２）サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、

加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

 

（回答）・これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、

サービスの提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていた

だくこととしている。 

・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による３０日未満のサ

ービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定

要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えな

い。 

・一方、長期間の入院等により、３０日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件で

あるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開し

た場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、

褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

 

（問３）サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加

算の要件である情報提出の取扱い如何。 

 

（回答）当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要

はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支

えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月１５日）】  
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（問１７１）月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確

保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、

「利用開始月」という。）の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利

用開始月の翌月の 10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

 

（回答）・事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの

利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開

始した翌月の 10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の

翌々月の 10日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

・ただし、加算の算定については LIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月

の 10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。

当該月の翌々月の 10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

・また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデ

ータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

・なお、利用開始月の翌月の 10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明

記しておく必要がある。 

 

（問１７２）事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始し

た利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外に

ついては算定可能か。 

 

（回答）・原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月

末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報を LIFEに提

出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

・なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

・ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係る情報

を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

 

（問１７３）LIFEへの入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトから CSV連携

により入力を行っているが、LIFE へのデータ提出について、当該ソフトが令和６年度改定に対応し

た後に行うこととして差し支えないか。 

（回答）・差し支えない。 

・事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和６年度改定に対応した様式情報の

登録ができるようになってから、令和６年４月以降サービス提供分で提出が必要な情報について、

遡って、やむを得ない事情を除き令和６年 10月 10日までに LIFEへ提出することが必要である。 

 

（問１７４）令和６年４月以降サービス提供分に係る LIFEへの提出情報如何。 
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（回答）・令和６年４月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報に関して、令和６年４月施行

のサービスについては、令和６年度改定に対応した様式情報を提出すること。 

・令和６年６月施行のサービス（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、予防訪問リハ

ビリテーション、予防通所リハビリテーション）については、令和６年４～５月サービス提供分の

提出情報に限り、令和３年度改定に対応した様式情報と令和６年度改定に対応した様式の提出情報

の共通する部分を把握できる範囲で提出するか、令和６年度改定に対応した様式情報を提出するこ

と。 

・各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本

的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和６年３月 15日）を参照されたい。 

 

（問１７５）科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも６か月に１回から３

か月に１回に見直されたが、令和６年４月又は６月以降のいつから少なくとも３か月に１回提出す

ればよいか。 

 

（回答）・科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和６年

４月又は６月以降は、少なくとも３か月に１回提出することが必要である。 

・例えば、令和６年２月に提出した場合は、６か月後の令和６年８月までに少なくとも１回データ

提出し、それ以降は３か月後の令和６年 11月までに少なくとも１回のデータ提出が必要である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.７） （令和６年６月７日）】  

 

（問２）リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組について、リハビリテーショ

ンマネジメント計画書情報加算のⅠ、理学療法の注７､作業療法の注７､言語聴覚療法の注５、個別

機能訓練加算のⅢ及びリハビリテーションマネジメント加算のハにより評価されているが、当該加

算を算定する場合の科学的介護情報システム（LIFE）へのデータ提出方法如何。 

 

（回答）・ LIFEへのデータ提出は、介護記録ソフト等を使用して作成した CSVファイルを用いたイ

ンポート機能を使用するか、LIFE上での直接入力を行うこととなる。 

 なお、下記に記載の左欄の加算を算定する場合に、右欄の様式に対応するデータを提出すること

に留意する。 

加算名 データ提出に対応する様式 

リハビリテーションマネジメント加算のハ 別紙様式２－２－１及び２－２－２（リハビリテー

ション計画書）別紙様式４－３－１（栄養スクリー

ニング・アセスメント・モニタリング（通所・居宅）

（様式例））別紙様式６－４（口腔機能向上サービ 

スに関する計画書）のうち、｢１ 口腔の健康状態の

評価・再評価（口腔に関する問題点等）｣の各項目 
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リハビリテーションマネジメント計画書情

報加算のⅠ、理学療法の注７､作業療法の注

７､言語聴覚療法の注５ 

別紙様式２－２－１及び別紙様式２－２－２（リハ

ビリテーション計画書）別紙様式４－１－１（栄養・

摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリ

ング（施設）（様式例））「指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（短期入所サービ 

ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指

定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別

紙様式３及び「指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙

様式１（口腔衛生管理加算様式（実施計画） 

個別機能訓練加算のⅢ 別紙様式３－２（生活機能チェックシート）、別紙

様式３－３（個別機能訓練計画書）別紙様式４－１

－１（栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメン

ト・モニタリング（施設）（様式例））「指定居宅サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期

入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る

部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について」別紙様式３及び「指定地域密着型サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準及び指定

地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について」別紙様式１（口腔衛生管理加算様式（実

施計画）） 

・ 各様式等の詳細においては、「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の

手引き」を参照されたい。 

 

（問３）「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙

様式１－１、１－２、１－３及び１－４が示されたが、当該様式を用いて利用者の情報を記録した

場合、科学的介護情報システム（LIFE）への入力項目との対応はどうなっているのか。 

 

（回答）・ 以下の表を参照すること。 

・ なお、各別紙様式とリハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔に係る各加算の様式におけ

る詳細な対照項目については別紙を参照されたい。 
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○別紙様式１－１、別紙様式１－２（１枚目） 

対応する様式 別紙様式１－１、１－２（１枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

リハビリテー 

ション計画書 

共通 ・「リハビリテーションが必要となっ 

た原因疾患」 

・「発症日・受傷日」 

・「合併症」 

 

栄養・摂食嚥 

下スクリーニ 

ング・アセス 

メント・モニ 

タリング 

共通 ・「身長」 

・「体重」 

・「ＢＭＩ」 

・「栄養補給法」 

・「食事の形態」 

・「とろみ」 

・「合併症」のうち「うつ病」、「認知 

症」、「褥瘡」 

・「症状」 

 

課題 ・選択肢に係る情報  

口腔機能向上 

サービスに関 

する計画書 

共通 ・｢栄養補給法｣ 

・｢食事の形態｣ 

・｢現在の歯科受診について｣ 

・｢義歯の使用｣ 

 

方針・目標 ・選択肢に係る情報  

 

○別紙様式１－１、別紙様式１－２（２枚目） 

対応する様式 別紙様式１－１、別紙様式１－２（２枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

リハビリテー 

ション計画書 

評価時の状態 ・「リハビリテーション」の列に示す

事項 

※小項目「基本動作」

「ＡＤＬ」｢ＩＡＤＬ｣

においては、各項目毎

の評価を要する。 

栄養・摂食嚥 

下スクリーニ 

ング・アセス 

メント・モニ 

タリング 

評価時の状態 ・「栄養」の列に示す事項 ※小項目｢３％以上の

体重減少｣ について

は 、１ヶ月、３ヶ月、

６ヶ月の各評価の結果

を要する。 

具体的支援内容 ・「栄養」の列に示す事項  

口腔機能向上 評価時の状態 ・「口腔」の列に示す事項  
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サービスに関 

する計画書 

具体的支援内容 ・「口腔」の列に示す事項  

 

○別紙様式１－３、１－４（１枚目） ※口腔・栄養は１－１、１－２と同様 

対応する様式 別紙様式１－３、別紙様式１－４（１枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

個別機能訓練 

計画 

共通 ・「個別機能訓練が必要となった原

因疾患」 

・「発症日・受傷日」 

・「合併症」 

 

 

○別紙様式１－３、１－４（２枚目）※口腔・栄養は１－１、１－２と同様 

対応する様式 別紙様式１－３、別紙様式１－４（１枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

生活機能チェ

ックシート 

評価時の状態 ・「個別機能訓練」の列に示す事項  

個別機能訓練 

計画書 

具体的支援内容 ・「個別機能訓練」の列に示す事項  

 

※別紙省略 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１０） （令和６年９月２７日）】  

 

（問４）要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされてい

れるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

 

（回答）「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。 

・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定

であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場

合・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報

しか提出できなかった場合 

・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合 

やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。 

→LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合 

→介護ソフトのバージョンアップ（LIFE の仕様に適応したバージョンへの更新）が間に合わないこ

とで期限までのデータ提出が困難な場合 
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→LIFE システムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わ

ない等、データ提出が困難となった場合 

等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定するこ

とは可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。 

 

カ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所に

おいて、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（１）生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位 

（２）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）  １０単位 

 

【大臣基準告示】 

五十六の二 小規模多機能型居宅介護費における生産性向上推進体制加算の基準 

第三十七号の三の規定を準用する。 

 

【参考】 

三十七の三 短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準 

イ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認して

いること。 

（一）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）を活

用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

（二）職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

（三）介護機器の定期的な点検 

（四）業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

（２）（１）の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に

関する実績があること。 

（３）介護機器を複数種類活用していること。 

（４）（１）の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並び

に負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施

を定期的に確認すること。 

（５）事業年度ごとに（１）、（３）及び（４）の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 
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ロ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）に適合していること。 

（２）介護機器を活用していること。 

（３）事業年度ごとに（２）及びイ（１）の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

 

【留意事項通知】第２の５（１９） 

（１９）生産性向上推進体制加算について 

生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５） （令和６年４月３０日）】  

 

（問１２）加算（Ⅰ）（※100 単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器

の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前

又は新規に介護施設を開設し、開設当初より、加算（Ⅰ） の要件となる介護機器を全て導入してい

るような場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないな

ど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。 

 

（回答）介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上

の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。 

 

【利用者の満足度等の評価について】 

介護サービスを利用する利用者（５名程度）に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全

やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い（※）、その結果に基づき、利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介

護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。 

（※）介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、介護サー

ビスを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等についてヒアリングを実施すること

を想定している。 

また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添１の利用者

向け調査票による事後調査の実施は不要となる。 

 

【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査につい

て】 

加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月（利用者の受入れを開始した月）を事前調査の実施時

期（※）とし、介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調

査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以上継続した以降の月
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における介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査し、

事前調査の勤務状況と比較すること。 

（※） 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡大するよ

うな場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる時点を事前調査の対象月

とすること。この場合、利用者数の変化が一定程度落ち着いた考えられる時点とは、事前調査及び

事後調査時点における利用者数と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。 

（例） 例えば、令和６年１月に介護施設（定員 50 名とする）を新たに開設し、同年１月に 15 人

受け入れ、同年２月に 15 人受け入れ（合計 30 名）、同年３月に 15 人受け入れ（合計 45 名）、

同年４月に２名受け入れ（合計 47 名）、のように、利用者の数を段階的に増加していく場合につい

ては、利用者の増加が落ち着いたと考えられる同年４月を事前調査の実施時期とすること。 

 

ヨ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所

が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イに

ついては１月につき、ロについては１日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（１）イを算定している場合 

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６４０単位 

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３５０単位 

 

（２ ロを算定している場合 

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２５単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ２１単位 

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １２単位 

 

【大臣基準告示】 

五十七 小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者（指定地域密着型サ

ービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。）に対し、

小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）を実施又

は実施を予定していること。 

（２）利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に

開催すること。 
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（３）次のいずれかに適合すること。 

（一）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師

であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。 

（二）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師

であるものを除く。）の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上

であること。 

（４）通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師

であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。 

（２）イ（１）、（２）及び（４）に適合するものであること。 

 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

（一）指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護師であ

るものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。 

（二）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職

員の占める割合が百分の六十以上であること。 

（三）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年

数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 

（２）イ（１）、（２）及び（４）に該当するものであること。 

 

【留意事項通知】第２の５（２０） 

（２０）サービス提供体制強化加算の取扱い 

①２（２０）①、②及び④から⑦まで並びに４（２０）②を参照のこと。 

②なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業

務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務

を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

 

【参考】 

２（２０） 

①研修について 

小規模多機能居宅介護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけるサービス従事者の

資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を

定めた計画を策定しなければならない。 

②会議の開催について 
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「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は小規模多機能居宅

介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して

開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。また、会議の開催

状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回

以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲

げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家庭環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

④職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用

いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した

平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月

の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録する

ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならな

い。 

⑥勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の

介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として

勤務した年数を含めることができるものとする。 

 

４（２０）サービス提供体制強化加算について 

②同一の事業所において介護予防小規模多機能居宅介護を一体的に行っている場合においては、本

加算の計算も一体的に行うこととする。 
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【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１） （平成２１年３月２３日）】  

 

（問２）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修

課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされて

いるが、その具体的取扱いについて示されたい。 

 

（回答）要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるも

のではなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又

は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉

士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明

書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センター

のホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すととも

に、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 

 

（問３）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る

要件の留意事項を示されたい。 

 

（回答）要訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。）ごとに

研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問

介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、

この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に

応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施

できるよう策定すること。 

 

（問４）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に

係る要件の留意事項を示されたい。 

 

（回答）本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけら

れた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、

１年以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断（常時使用する者に労働者に該当しない者に対

する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする）を、事業所の負担により実施するこ

ととしている。 

また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全

衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しな
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い場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む。）を受診し、

その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、

費用については本人負担としても差し支えない（この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関

する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第２１条により労働安全衛生法におけ

る健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員

等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。）。 

 

（問６）産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

 

（回答）産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含める

ことができる。 

 

（問１０）「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こと

とされている平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所

について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

 

（回答）サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下

のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくな

ることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算

定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実

績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績が基準を下回ってい

た場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の

算定はできない取扱いとなる。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） （平成２７年４月３０日）】 

 

（問６３）サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これま

でと同様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分

を除く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再

開した事業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでい

いのか。 

 

（回答）貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降

においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要があ
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る。 

 

（問６４）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得す

ることは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、

実地指導等によって、介護福祉士の割合が６０％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還

となるのか。 

 

（回答）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得する

ことはできない。 

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが判

明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となって

いる。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うこ

とが可能である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） （令和３年３月２６日）】 

 

（問１２４）共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処

遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定して

よいか。 

 

（回答）貴見のとおり。 

 

（問１２５）共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基

準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス

提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、

当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員と

みなすこととして差し支えないか。 

 

（回答）差し支えない。 

 

（問１２６）「１０年以上介護福祉士が３０％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどの

ように計算するのか。 

 

（回答）・サービス提供体制強化加算における、勤続１０年以上の介護福祉士の割合に係る要件につ
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いては、 

— 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が１０年以上の者の割合を要

件としたものであり、 

— 介護福祉士の資格を取得してから１０年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

— 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直

接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

— 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更が

ないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算すること

ができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、

職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の

「勤続年数１０年の考え方」とは異なることに留意すること。 

 

タ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１４９に相当

する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１４６に相当

する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１３４に相当

する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１０６に相当

する単位数 

 

注２ 令和７年３月３１日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改

善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所（注１の加算を算定しているも

のを除く。）が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１３２
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に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１２１

に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１２９

に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１１８

に相当する単位数 

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１０４

に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１０１

に相当する単位数 

（７）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の８８に

相当する単位数 

（８）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の１１７

に相当する単位数 

（９）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の８５に

相当する単位数 

（１０）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の７

１に相当する単位数 

（１１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の８

９に相当する単位数 

（１２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の６

８に相当する単位数 

（１３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の７

３に相当する単位数 

（１４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） イからヨまでにより算定した単位数の１０００分の５

６に相当する単位数 

 

【大臣基準告示】 

五十八 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準 

第四十八号の規定を準用する。 

 

【準用】 

四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等処遇改善加算の基準 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善

に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定

し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 
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（一）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）を算定し

た場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充

てるものであること。 

（二）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一

人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加

算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りで

ないこと。 

（２）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当

該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に

届け出ていること。 

（３）介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等によ

り事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算による

賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

（４）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇

改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

（５）算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働

安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

（６）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われて

いること。 

（７）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）

を定めていること。 

（二）（一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（三）介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会

を確保していること。 

（四）（三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五）介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判

定する仕組みを設けていること。 

（六）（五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（８）（２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）

及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 

（９）（８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してい

ること。 

（１０）定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のい

ずれかを届け出ていること。 

 

ロ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イ（１）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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ハ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イ（１）（一）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

 

ニ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イ（１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで

及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

ホ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の

一部を改正する告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下

「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、かつ、

介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）及び（２）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ヘ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）までに

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

ト 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）及び（２）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

チ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

 

リ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
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を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）までに

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

ヌ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

 

ル 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

ヲ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、かつ、介護職員等特

定処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

ワ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 
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（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

ヨ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を届け出ており、かつ、介護職員等特

定処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）ま

で及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

タ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 
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（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

レ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等ベースアップ等支援加

算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる基準の

いずれにも適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

ソ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）を届け出ており、かつ、介護職員等特

定処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる基準の

いずれにも適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を

定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 
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（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

【留意事項通知】 第２の５（２１） 

（２１）介護職員等処遇改善加算について 

２（２１）を準用する。 

 

【準用】 

（２１）介護職員等処遇改善加算について 

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】  

【介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）（令和６年４月４日）】を参照してください。 

 


